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福 島 市 民 憲 章 

 

わたくしたちは、みどりにつつまれた信夫山と清い流れの阿武隈川をもつ  福島市民

です。 

福島市は、地味豊かなしのぶの里に古くから開けた人情の美しいまちです。  

わたくしたちは、平和で、さらに住みよく希望にみちたまちをつくるため、この市民憲章

をさだめます。 

 

 

１．空も水もきれいなみどりのまちをつくりましょう。  

 

１．教育と文化を尊び希望に輝くまちをつくりましょう。  

 

１．親切で愛情あふれるまちをつくりましょう。  

 

１．きまりを守り、力をあわせて楽しく働けるまちをつくりましょう。  

 

１．子どもからおとしよりまで安全で健康なまちをつくりましょう。  
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1．福島市の概要 

福島市は、西に雄大な吾妻連峰、東はなだらかな阿武隈高地に抱かれた盆地の都市で、

まちの中心部に緑豊かな信夫山があり、また白鳥の飛来する阿武隈川が流れる、自然豊か

な美しい福島県の県都です。 

本市は、県内の政治・経済・文化の中心都市として着実に発展を続けてきており、高速

道路網の整備により、首都圏と東北圏、太平洋圏と日本海圏を結ぶ交通の結節点として重

要な位置を占めています。 

市民との良好な対話と協働の推進を基本に、東日本大震災及び原子力災害からの復興

を加速するとともに、将来に向けて夢が持てる新しい福島の創生を確実に具現化するため、

「ひと・暮らしいきいきふくしま」「産業・まちに活力ふくしま」「風格ある県都ふくしま」の３つを

重点施策に取り組んでいます。 

 

 

■市の位置と面積 

 

○市庁舎の位置 

北緯   37°45′39″ 

東経  140°28′26″ 

海抜  65.68m 

○面 積  767.72km²  

○範 囲  東西 30.2km 

南北 39.1km 

○世帯数  122,966世帯 

○人 口  290,584人 

                  

（平成 29年 4月 1日現在） 
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２．福島市立図書館の運営方針 

Ⅰ基本方針 

市民の教育と文化の振興を図るため、図書館サービスの充実を図り、「市民の図書館」と

して、利用され親しまれる図書館づくりに努めます。 

 

(1) 資料の収集保存と情報の提供 

すべての市民に対して求める情報を提供できるように、多様な幅広い資料の蓄積が必

要となります。多角的な視野により、計画的かつ効率的に図書館資料の収集保存を行い

ます。 

図書館は、身近な、だれでも、無料で利用することができる地域の情報センターとして、

必要とする情報を容易に入手できる、知る自由を保障する施設です。資料収集とともに図

書館のネットワークや ICTの活用により、必要とする情報を的確に提供します。また、図書

館サービス網の充実を図り、障がい者をはじめとする来館利用が困難な人たちに対しても、

それぞれの状況に応じた方法で情報の提供ができる読書環境の整備を図ります。 

(2) 読書活動推進 

読書離れが進む中、いかにして読書意欲を喚起していくか各種施策の実施が必要で

す。 

図書館への利用のきっかけと拡大を図るため、理解と関心を高める各種事業の企画を

進め、また、図書館サービスをホームページ・広報誌などを活用し、すべての市民に行き

届く情報発信を行います。 

特に、将来を担う子どもや若者が、知識や学習のみならず、ふるさとに対する理解と愛

情を深め、夢をもち、未来に対して希望をつなぐ施設として、子どもの読書活動推進に重

点をおきます。乳幼児期からの本を通した親子のふれあいや読書習慣を身に付けるきっ

かけづくりを支援し、その楽しさを知り、自ら進んで積極的に読書を行うことができるような

読書習慣形成のための支援を行います。 

(3) 人材の育成 

利用し易く親しまれる図書館づくりに不可欠な図書館サービスの充実には、専門知識を

有する人材の確保と丁寧な接遇による市民と資料を結びつける図書館職員としての基本

的な資質能力の育成が重要となります。 

また、図書館などの生涯学習施設や学校等で活動する人材と協働により事業を推進

することは、福島市全体の読書推進に欠かせないものとなっています。交流の場の創設と

活動の場の提供とともに、人材の発掘とスキルアップによる充実した活動のできる人材の

育成のため、読書団体やボランティア活動に携わる市民を支援します。 
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Ⅱ基本方針を推進するために 

(1) 資料の収集保存と情報の提供 

① 多種多様な資料の収集・保存 

資料の収集保存を進める上で、県立図書館との連携を深め、必要な資料の取捨選択

を福島市全体の蔵書構成の中で検討する必要があります。市立図書館としての基本とな

る選書方針及び収集計画・除籍基準により幅広い分野の適切な資料保存に努めます。 

特に、東日本大震災（原子力災害）に関わる多方面に渡る資料と福島市の郷土・行政

資料の収集については、これから未来に引き継がなければならない現在の図書館に与

えられた重要な責務と捉え、市民の財産として保存します。 

② 資料の提供 

資料の提供は、地域間格差があってはならないもので、だれでも、どこに住んでいても

利用できるように、図書館ホームページからの蔵書検索・予約機能を充実させ、利用の

利便性を図ります。本館を核に分館・地区の学習センター図書室の連携による一体的な

サービスや図書館間の相互貸借を活用することにより、信頼される図書館として確実に

利用者の必要とする情報を提供できるように努めます。また、視聴覚資料や対面朗読、

大活字本を充実させ、障がい者・高齢者への情報提供に配慮し、図書館としての基本サ

ービスが確実に果たせる図書館を実現します。 

 

(2)  読書活動推進 

① 図書館の利用につながる講座等の充実 

ｱ 講座、講演会、映画会、おはなし会等の企画、実施 

ｲ 幅広い世代へ向けた図書館利用及び読書案内の作成 

ｳ 調査・研究等への支援業務 (レファレンスサービス)の充実 

ｴ 貸出文庫・読書団体への資料提供 

② 子ども読書活動の推進 

  幼少期から発達段階に応じた読書習慣の形成のため、本をとおしての親子のコミュニ

ケーションづくりを図るブックスタートからはじまり、年代に応じたおはなし会・ブックリストの

提供や各種事業を行います。 

また、学校での調べ学習・学級文庫用の図書貸出や学校司書の活動を支援し、学校

図書館との連携を深め、本とのつながりを持ち続けることができるように一元的な推進の

実現を目指します。 

  ③ 広報活動 

図書館は、日々の生活の中で役立つ施設です。多様な機能を紹介し、さらに利用を

拡大させるための積極的な図書館サービスの PR 活動に取り組みます。 
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ｱ 図書館や学習センター図書室の広報誌の発行 

ｲ ホームページの充実 

ｳ 民間の広報媒体を利用したＰＲの実施 

ｴ 図書館見学・研修等の積極的な受入体制づくり 

ｵ 図書館の展示等によるＰＲの強化 

 

(3)  人材の育成 

① 図書館職員 

図書館サービスの充実や、資料と利用者を的確に結びつけるためには、そこで働く職

員が重要です。図書館と資料に関する専門的知識と技術のみならず、あらゆる利用者に

適切なサービスを提供できる資質と能力を高めなければなりません。 

その資質向上のために継続的な研修への参加・実施を行います。 

特に、地域情報に精通した専門職員（司書）の育成配置は、福島市立図書館として未

来へつなぐ地域資料の収集を進めていくうえで、欠かせないものとなります。 

ｱ 適材適所の人材配置 

ｲ 司書の能力技術を高めるための研修会や講座等への参加 

ｳ 専門分野に精通した知識や技術を持つ職員の養成 

② ボランティア団体の支援 

利用者のニーズに即したサービスを提供するには、利用者である市民との協働による

活動は、欠かせません。子どもたちと本をつなぐ、読み聞かせグループや地域に根差し

た文庫活動を展開している団体は、子どもたちにとって身近な読書を支える貴重な役割

を担っています。ボランティアの方々が活躍しやすい環境づくりの一つとして、図書館資

料の提供による支援を充実させるとともに研修会の実施や情報提供により、ボランティア

の方々の育成とグループの自主的な活動を支援します。 

ｱ ボランティア養成講座の実施 

ｲ ボランティア活動への支援 

ｳ ボランティア等との交流の場の創設 

ｴ 団体貸出の促進 



3．沿革

明治 41 年 9 月 15 日 福島市立図書館（腰浜町）開設
（明治40年県庁舎を改築した際、福島市が三万円を県に寄付
した代償として、新築した県庁の一部の建物を無償交付された）
建築費　　　　2,517円　　図書館費　268円
発足時蔵書　6,525冊　　職員　　　　　 1名
本館  353.1㎡（107坪）
書庫    79.2㎡（ 24坪）

昭和 2 年 11 月 3 日 福島ビルディング（本町17番地の1）に移転
昭和 4 年 3 月 30 日 全蔵書・備品一切を県に寄付、市立図書館廃館
昭和 4 年 10 月 14 日 県立図書館開館（杉妻町20番地）
昭和 33 年 10 月 県立図書館新築（松木町1番地）用地県に無償貸与
昭和 52 年 4 月 1 日 移動図書館設置（福島市中央公民館内）
昭和 54 年 3 月 30 日 移動図書館を上町分庁舎に移転
昭和 59 年 5 月 1 日 旧県立図書館を無償で譲受（59.3県立図書館（森合）新館建設

にあたり用地取得・周辺整備等に協力)
昭和 60 年 4 月 1 日 福島市立図書館を再開設（4月19日オープン）
昭和 61 年 9 月 3 日 移動図書館「しのぶ号」更新
平成 2 年 公民館図書室開設 7月(渡利・蓬萊・吾妻) 10月(信夫) 12月(西)
平成 4 年 6 月 公民館図書室開設（もちずり・北・（現：信陵））
平成 4 年 8 月 移動図書館「しのぶ号」更新
平成 5 年 公民館図書室開設 4月（北信）、6月（松川）
平成 5 年 10 月 蓬萊学習センター図書室開設（8月、旧公民館図書室を閉館）
平成 6 年 公民館図書室開設 6月（三河台）、7月（信陵）、9月（杉妻）
平成 6 年 7 月 信陵公民館図書室開室（旧北公民館移転）
平成 7 年 7 月 吉井田公民館図書室開室（公民館図書室整備終了）
平成 8 年 10 月 福島市立図書館オンライン本稼動
平成 9 年 4 月 清水学習センター図書室開設
平成 9 年 4 月 公衆型ｷｬﾌﾟﾃﾝ端末・ﾊﾟｿｺﾝ通信への図書館情報ｻｰﾋﾞｽ提供開始
平成 11 年 2 月 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ福島市ホームページへの図書館情報ｻｰﾋﾞｽ提供開始
平成 11 年 4 月 吾妻学習センター図書室開設
平成 11 年 5 月 マルチメディアモデル市役所の実験の一環として、ﾓﾆﾀｰを対象

にインターネットによる図書予約貸出サービスの実証実験開始
平成 11 年 8 月 本館床改修（1階・階段フロア）
平成 12 年 8 月 本館床改修（2階・3階フロア、2階事務室）
平成 13 年 7 月 夏休み期間中の定休日開館（図書整理日を除く）
平成 14 年 4 月 公民館図書室土曜日開放事業開始
平成 15 年 7 月 福島市立図書館分館 西口ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰを「ｺﾗｯｾふくしま」内に開館
平成 17 年 2 月 飯坂学習センター図書室開設
平成 17 年 4 月 学習センター条例の施行に伴い、公民館図書室を学習センター

図書室に名称を変更
平成 17 年 7 月 福島市立図書館分館 子どもライブラリーを「こむこむ」内に開館
平成 18 年 2 月 もちずり学習センター図書室開設（改修）
平成 18 年 5 月 「ふくしまケイタイウェブ」で蔵書検索サービス提供開始
平成 19 年 6 月 福島市子ども読書活動推進計画（第一次）策定
平成 20 年 3 月 北信学習センター図書室開設（改修）
平成 20 年 7 月 飯野町との合併に伴い飯野学習センター図書室開室（改修）
平成 22 年 10 月 本館外壁改修（北面・東面）
平成 23 年 7 月 本館外壁改修（南面）
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平成 23 年 7 月 8 日 福島市立図書館システム稼動
平成 24 年 6 月 福島市子ども読書活動推進計画（第二次）策定
平成 24 年 7 月 19 日 インターネット予約サービス運用開始
平成 26 年 3 月 31 日 図書館条例を改正し、地方自治法及び図書館法に基づく図書館とする
平成 27 年 2 月 27 日 松川学習センター図書室移転開設
平成 27 年 4 月 1 日 図書館条例を改正し、開館時間の延長及び祝日開館を実施
平成 27 年 8 月 11 日 「ブックスタート」開始
平成 28 年 4 月 1 日 移動図書館「しのぶ号」更新
平成 28 年 6 月 福島市子ども読書活動推進計画（第三次）策定
平成 29 年 4 月 1 日 学校図書館支援事業開始
平成 29 年 10 月 1 日 雑誌スポンサー制度導入
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4．福島市立図書館一覧

電 話 番 号 建 築 面 積

○ 本 館 松木町1－1 531-6551 757㎡

● 西 口 ラ イ ブ ラ リ ー
三河南町1－20
コラッセふくしま３Ｆ

525-4023 360㎡

● 子 ど も ラ イ ブ ラ リ ー
早稲町1－1
こむこむ館１Ｆ

526-4200 448㎡

◎ 蓬 萊 学 習 セ ン タ ー 図 書 室 蓬萊町四丁目1－2 549-1821 487㎡

◎ 清 水 学 習 セ ン タ ー 図 書 室 御山字松川原5－1 557-7400 489㎡

◎ 吾 妻 学 習 セ ン タ ー 図 書 室 笹木野字折杉41－1 526-3353 493㎡

◎ 飯 坂 学 習 セ ン タ ー 図 書 室 飯坂町字銀杏6－11 542-2122 260㎡

◎ も ち ず り 学 習 セ ン タ ー 図 書 室 岡部字高畑46 534-2470 212㎡

◎ 北 信 学 習 セ ン タ ー 図 書 室 鎌田字中江1 554-1115 283㎡

◎ 松 川 学 習 セ ン タ ー 図 書 室 松川町字杉内33 567-2390 270㎡

○ 三 河 台 学 習 セ ン タ ー 図 書 室 野田町七丁目1－42 533-8330

○ 渡 利 学 習 セ ン タ ー 図 書 室 渡利字岩崎町190 523-1558

○ 杉 妻 学 習 セ ン タ ー 図 書 室 黒岩字田部屋53－2 545-5717

○ 吉 井 田 学 習 セ ン タ ー 図 書 室 仁井田字西下川原1－1 546-3445

○ 西 学 習 セ ン タ ー 図 書 室 上名倉字妻下4－2 593-1013

○ 信 陵 学 習 セ ン タ ー 図 書 室 笹谷字才ノ神1 558-1234

○ 信 夫 学 習 セ ン タ ー 図 書 室 大森字馬場1 546-5207

○ 吾妻学習センター分館図書室 上野寺字下平場35-1 591-4560

○ 飯 野 学 習 セ ン タ ー 図 書 室 飯野町字境川19－2 562-3335

○：本館、●：分館、◎：蔵書2万冊以上の大型図書室、○：その他の施設（「旧公民館図書室」

と表記します。）

名　    　　　　　称 住　　　　　　所
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－８－ 

5. 福島市立図書館位置図 

 

 

松川 



6．組織・職員配置

福島市立図書館 (本館) 管理係

図書サービス係

(分館) (移動図書館)
西口ライブラリー
子どもライブラリー

(司書配置 )　 (その他 )　

蓬莱学習センター図書室 三河台学習センター図書室
清水学習センター図書室 渡利学習センター図書室
吾妻学習センター図書室 杉妻学習センター図書室
飯坂学習センター図書室 吉井田学習センター図書室
もちずり学習センター図書室 西学習センター図書室
北信学習センター図書室 信陵学習センター図書室
松川学習センター図書室 信夫学習センター図書室

吾妻学習センター分館図書室
飯野学習センター図書室

7．福島市立図書館協議会委員名簿
任期 自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

福島市立余目小学校長

福島市立岳陽中学校長

福島地区学校図書館研究会副会長 

社会教育委員の会議副議長

中央地区町会婦人部連絡協議会長

福島市小中学校ＰＴＡ連合会監事

福島市私立幼稚園協会理事

◎ 福島県立図書館資料情報サービス部長

福島市子どもと本をむすぶ連絡会会長

○ 図書ボランティアの会副代表

◎＝委員長     ○＝副委員長

福島市子どもと本をむすぶ連絡会

図 書 ボ ラ ン テ ィ ア の 会

小 学 校 長 会

中 学 校 長 会

学 校 図 書 館 研 究 会

社 会 教 育 委 員 の 会 議

学 習 セ ン タ ー 運 営 審 議 会

小 中 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 連 合 会

福 島 市 私 立 幼 稚 園 協 会

専 門 知 識 を 有 す る も の

（平成29年4月1日現在）

区  　分氏　　名 役　　　職

林 文 子

西 牧 伸 弘

高 森 久 仁 子

庄 司 朝 子

古 関 淳 子

皆 川 尚 子

霞 朝 子

齋 藤 裕 子

山 森 文

大 﨑 眞 希 子

職員配置

館長 1 1 1

管理係 3 3 3

図書サービス係 2 11 13 29 2 12 56

計 6 11 17 29 2 12 60

(再掲)

本館 6 9 15 9 2 3 29

西口ライブラリー 1 1 3 1 5

子どもライブラリー 1 1 3 1 5

学習センター図書室(7館) 0 14 7 21

臨時
職員

(司書)
合　計

正職員

司書職 正職計

嘱託職員

事務職
係　名

司書職 技能職
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8.　福島市立図書館電算化システム

・オンライン構成図

本　館

　３Ｆ参考資料室

　２Ｆカウンター

利用者端末

　２Ｆ利用者端末

利用者端末

　１Ｆカウンター

利用者端末

　１Ｆ利用者端末

利用者端末

　１Ｆ整備室

利用者端末

　１ＦＢＭ室

利用者端末

　２Ｆ事務室

利用者端末

　１Ｆ事務室

利用者端末

携帯照会

利用者端末

他の学習センター図書室

カウンター端末

フレッツ光ネクスト
（フレッツＶＰＮ）

松川学習センター図書室

カウンター端末

ＢＭ端末

もちずり学習センター図書室

北信学習センター図書室

カウンター端末

フレッツ光ネクスト
（フレッツＶＰＮ）

西口ライブラリー

子どもライブラリー

蓬萊学習センター図書室

清水学習センター図書室

吾妻学習センター図書室

フレッツ光ネクスト
（フレッツＶＰＮ）

カウンター端末

カウンター端末

フレッツ光ネクスト
（フレッツＶＰＮ）

フレッツ光ネクスト
（フレッツＶＰＮ）

三河台　 渡　利　 杉　妻　   吉井田　　　西
信　陵　 信　夫   吾妻分館　 飯　野

フレッツ光ネクスト
（フレッツＶＰＮ）

フレッツ光ネクスト
（フレッツＶＰＮ）

フレッツ光ネクスト
（フレッツＶＰＮ）

カウンター端末

飯坂学習センター図書室

フレッツ光ネクスト
（フレッツＶＰＮ）

カウンター端末

インターネット

蔵書検索

オンラインセンター

フレッツ光ネクスト
（フレッツＶＰＮ）

カウンター端末

カウンター端末
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9．利　用　案　内

（1） 休館日と開館時間

・ 火曜日（火曜日が休日に当たるときは開館し直

後の平日に休館）

・ 年末年始（12月29日～1月3日）

・ 毎月月末（図書整理日、その日が日曜日、土曜

日、休日にあたる場合はその前日）

・ 特別整理期間（教育委員会が別に定める日）

・ 火曜日（火曜日が休日に当たるときは開館し直

後の平日に休館）

・ 特別整理期間（教育委員会が別に定める日）

・ 火曜日

・ 国民の祝日（火曜日が休日の場合、その翌日）

・ 年末年始（12月29日～1月3日）

・ 毎月月末（図書整理日、その日が日曜日、土曜

日、休日にあたる場合はその前日）

・ 特別整理期間（教育委員会が別に定める日）

・ 火曜日

・ 国民の祝日（火曜日が休日の場合、その翌日）

・ 年末年始（12月29日～1月3日）

　 ①個人貸出

　　　○貸出冊数 本と音響資料　　10点　(音響資料と移動図書館５点)

　 　 ○貸出期間 ２週間　(移動図書館次の巡回日)

福島市・伊達市・伊達郡に居住又は、通勤通学

　　  ○図書貸出券発行手続き 「図書貸出券交付申込書」の記入、本人確認

　　  ○図書貸出券有効期間 ４年

  　　○文庫(会員４０名以上) 移動図書館用図書　５００冊　・　６か月

　　  ○団体(会員１０名以上) 本館・７大学習センター図書室図書　２００冊　・　４週間

１タイトル５冊　・　４週間

 　　 ○その他 大型絵本・大型紙芝居・１６ミリフィルム

 　　 (１６ミリフィルムは、映写機・スクリーンも貸出)

西 口 ラ イ ブ ラ リ ー
午前9時30分

-午後6時

吾 妻 学 習 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 図 書 室

施 設 名 休 館 日
開 館 時 間

月・水～土曜日 日曜日・休日

午前9時-午後5時
清 水 学 習 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 図 書 室

午前9時30分
-午後7時

図 書 館 （ 本 館 ）

蓬 萊 学 習 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 図 書 室

午前9時30分
-午後5時30分

吾妻学習ｾﾝﾀｰ分館図書室

午前9時-午後6時

子 ど も ラ イ ブ ラ リ ー  午前9時30分-午後7時

松 川 学 習 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 図 書 室

午前9時30分
-午後7時

　 ②団体貸出

　　  ○読書会(会員５名以上)

飯 坂 学 習 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 図 書 室

もちずり学習ｾﾝﾀｰ図書室

（貸出は午前9時30分～）

他 の 学 習 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 図 書 室
 午前9時-午後5時45分

(2) 資料の貸出

　　  ○対象者

北 信 学 習 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 図 書 室
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(3) 資料の返却

　　  ○個人貸出の資料は、本館・分館・学習センター図書室、どの施設へも返却可能

　　　(休館日、閉館時間後は、ブックポストを利用)

　　　○団体貸出は、貸し出しを受けた館に返却

(4) 予約・リクエスト

　　①予約受付の方法

　　　○「予約・リクエストカード」記入による窓口受付

　　　○電話による受付

　　　○館内利用者端末による受付

　　　○インターネットによる受付　(仮ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ取得し設定が必要)

　　②予約冊数

　　　○窓口受付の１日上限は、１０冊

　　　○インターネット・携帯電話・館内利用者端末から予約できる冊数は、すでに予約した資料も

　　　　含めて２０冊

　　③予約取置期間　　　７日間

　　④リクエスト　　　　　　各窓口受付で１日上限は、１０冊

(5) インターネットサービス

　　①蔵書検索・予約

　　②借りている資料の確認・貸出延長 (１回のみ１４日間)

　　③予約資料の状況確認

(6) レファレンスサービス

　　生活のなかでの疑問・課題、調査研究、読書資料など問題解決を支援します。

(7) 学校図書館支援事業

　　児童生徒の読書活動や学習への支援、学校図書館を活用した教育課程の展開に寄与する

　　市内の小・中学校に学校司書を配置し、更なる学校図書館機能の充実を支援します。

- 12 -



(8) コピーサービス

　　著作権法の範囲内で、コピーサービスを提供します。

　　料金　　モノクロ　10円/枚　　・　　カラー　50円/枚

(9) 障がい者サービス

　　①大活字本・手でさわる絵本・朗読テープ、CDの貸出

　　②対面朗読サービス　(要予約)

(10) 行事

　　①定例行事として、乳幼児(親子)～小学生を対象としたおはなし会や映画会、大人の方を対象に

　　　朗読会も実施しています。

　　②夏休み・冬休みなど季節に応じたおはなし会や親子の講座、ボランティア育成講座などを実施し

　　　ています。

(11) 特別展示

　　話題に応じた図書等を期間限定で展示しています。

- 13 -



(12)平成29年度しのぶ号巡回日程

① ④ ⑦ ⑩
金谷川小学校 森合小学校

～ 青木小学校 立子山小学校 ～
水原小学校 ～ ～ 清水小学校

～ 平野小学校 ～
下川崎小学校 大久保小学校 ～ 松北町会館

～ ～ ～
松川町原東集会所前 ～ 北沢又集会所

～ 北幹線第一・第二応急仮設住宅 余目小学校 ～
松川小学校 ～ ～ 南沢又集会所

～ ～
29年 4月 10月 29年 4月 10月 29年 4月 11月 29年 5月 11月

5月 11月 5月 11月 5月 11月 6月 12月

6月 12月 6月 12月 6月 30年 1月 7月 30年 1月

7月 30年 1月 8月 30年 1月 9月 2月 9月 2月

9月 2月 9月 2月 10月 3月 10月 3月

② ⑤ ⑧ ⑪
東湯野小学校 湯野小学校 矢野目小学校 平石小学校

～ ～ ～ ～
瀬上小学校 永井川集会所

中野小学校 茂庭出張所 ～ ～
～ ～ 瀬上東町会館 南向台小学校

～ ～
大笹生小学校 飯坂小学校 南矢野目応急仮設住宅 方木田集会所

～ ～ ～ ～
29年 4月 10月 29年 4月 10月 29年 4月 11月 29年 5月 11月

5月 11月 5月 11月 6月 11月 6月 12月

6月 12月 6月 12月 6月 30年 1月 7月 30年 1月

7月 30年 1月 8月 30年 2月 9月 2月 9月 2月

9月 2月 9月 3月 10月 3月 10月 3月

③ ⑥ ⑨ ⑫
飯野小学校 佐倉小学校 荒井小学校 岡山小学校

～ ～ ～ ～
水保小学校 土湯小学校 平田小学校 大波小スクールバス駐車場

～ ～ ～ ～
庭塚小学校 佐原小学校 しのぶ台応急仮設住宅 旧上染屋分校

～ ～ ～ ～
庭坂小学校 旧佐原小学校応急仮設住宅 鳥川小学校 月輪小学校

～ ～ ～ ～
鎌田小学校

～
29年 4月 10月 29年 4月 10月 29年 4月 11月 29年 5月 11月

5月 11月 5月 11月 6月 12月 6月 12月

6月 12月 6月 12月 6月 30年 1月 7月 30年 1月

7月 30年 1月 9月 30年 2月 9月 2月 9月 2月

9月 2月 9月 3月 10月 3月 10月 3月

※巡回施設ごとの番号は、Ｐ5移動図書館サービスステーションの位置（場所）を示しています。

2:20

10日

7日

5日

13日

1:00 1:40

2:30 3:00

1:00

1:50

11:00 11:40

3:35

2:00

1:40

2:30
2:30

12:50

10:00 10:3010:00 10:40

1:50

12:50 1:45

10:10 10:40 10:10

2:50

3:05
2:40 3:20

10:00

1:00 1:40

10:30

11日

2:30

2:40 3:20 2:50 3:203:20

2:40

2:50

2:40

29日

20日

22日

10:40

1:00 1:40
宮代第一・第二応急仮設住宅

29日

1日

28日

2:00 2:15

2:30 3:10

29日

26日25日18日

1:10 1:50 1:50 2:20
2:30 1:00

1:50

2:10

2:00

10:00 10:30 10:00 10:30 10:00

2:10

2:00

10:45

2:30

10:00 10:3010:40

8日

8日

11日

11:35

8日

6日

17日

14日

14日

11:15

1:00

11:15

1:30

1:40

11:00

15日

18日

7日

9日

15日

12日

16日

19日

3:00

23日

20日

17日

15日

26日

8日

1:40

2:00

2日

2日

18日

24日

27日 10日

8日

6日

14日

13日

15日

7日

9日

2:00
12日

11日

10:00

10:45

12日

9日

9日

12日

1日

6日

27日

2日

7日

7日

10:40

10日

3:20

6日

8日

26日

2日

24日

5日

1:00

4日

29日

1日

27日

2日

6日

2:00

2:50

1日

1日

21日

20日

26日

26日

3:30

10:30

25日

1日

23日

26日

21日

28日

1:00

28日

22日

25日

20日

27日

30日

21日

24日

19日

2:50

10:00

22日

25日

14日

16日

19日

21日

3:10

10:30

24日

13日

15日

22日

14日

16日

19日

14日

21日

14日

15日

12日

13日

19日

18日

13日

20日

12日

10:00
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(1)　図書館費

29年度 28年度 増△減 説　　　　　明

(1) 192 192 0 図書館協議会委員報酬

(2) 66,282 58,389 7,893 職員17人

(3) 33,012 28,648 4,364

(4) 36,310 32,003 4,307 職員・嘱託・臨時職員・学校司書共済費

(7) 124,679 113,780 10,899 嘱託31人（28年度は33人）、臨時職員賃金

(8) 307 308 △ 1 講習会・ﾋﾞﾌﾞﾘｵﾊﾞﾄﾙ等講師報償金

(9) 498 159 339 各種研修会、会議、視察、学校司書館内旅費等

(11) 21,640 23,552 △ 1,912

消 耗 品 費 12,499 12,544 △ 45
新聞･雑誌等(9,295)、図書装備用品(519)、ﾚｼｰﾄﾌﾟﾘﾝﾀ用紙、手でさわる
絵本材料費、事務用品、図書室消耗品等、ﾌﾞｯｸｽﾀｰﾄ用ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ絵本等

燃 料 費 2,490 3,796 △ 1,306 配本車・移動図書館車用軽油、暖房用重油･灯油

食 糧 費 5 5 0 会議分

印刷製本費 1,267 1,267 0 図書貸出券、利用案内、図書館だより等

光 熱 水 費 4,030 4,646 △ 616 電気、上下水道、ガス使用料

修 繕 料 1,349 1,300 49 施設修繕、配本車修繕等

(12) 1,424 1,375 49

通信運搬費 884 723 161 電話料、郵便料(相互貸借･広報等）

手 数 料 270 234 36 ボイラー性能･ばい煙等測定・水道施設検査等

保 険 料 270 418 △ 148 建物損害共催、火災保険(図書･備品)

(13) 58,146 30,046 28,100
オンライン運用、書誌情報作成、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ予約ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑ利用料、清掃、警備等

(15) 0 4,800 △ 4,800 本館１階トイレ改修工事

(18) 24,235 21,012 3,223 図書・視聴覚(23,729)、ブックトラック・書架（506）

(27) 68 10 58 配本車重量税

合　　　計 375,452 324,716 50,736

(2)　図書館費の指標

報 酬

給 料

職 員 手 当

使 用 料

負 担 金 補 助

オンライン機器、ﾚｼｰﾄﾌﾟﾘﾝﾀ、コピー機使用料△ 1,783

委 託 料

工 事 請 負 費

備 品 購 入 費

公 課 費

会議･研修会参加負担金等

旅 費

需 用 費

報 償 費

10.　平成29年度予算（当初）

0

(14) 8,575 10,358

（単位：千円）

節（細節）

(19)
及 び 交 付 金

及 び 賃 借 料

84 84

役 務 費

共 済 費

賃 金

指標値

一般会計予算における図書館費の割合 / 0.26%

一般会計予算における図書購入費の割合 / 0.02%

教育費における図書館費の割合 / 3.32%

教育費における図書購入費の割合 / 0.21%

社会教育費における図書購入費の割合 / 1.04%

人口1人当りの図書館費の割合 / 1,292.1円

人口1人当りの図書購入費の割合 / 81.7円

人口1人当りの資料費の割合 / 113.6円

項目 基数

23,729千円 290,584人 

33,024千円 290,584人 

23,729千円 2,291,202千円

375,452千円 290,584人 

375,452千円 11,298,033千円

23,729千円 11,298,033千円

375,452千円 141,880,000千円

23,729千円 141,880,000千円
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11.　平成28年度蔵書数及び利用状況、実施事業

(1)　蔵書数

①内容別の蔵書数及び利用状況 （平成29年3月31日現在）

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ｅ

Ｙ

Ｂ

②各貸出館の蔵書数及び利用状況 （平成29年3月31日現在）

(2)　登録者

内　　　　容
28年度27年度 27年度 28年度

歴 史 1,407 43,221

社 会 科 学

増減

蔵書冊数 比較

構成27年度

一
　
　
　
　
般
　
　
　
　
書

総 記 70 12,553 12,692 139 1.38%

哲 学 349 16,953 16,929 △ 24 1.84%

219

工 学 ・ 家 事 2,377 48,798 48,580 △ 218

73,482 74,146 664

35,310 35,8461,290

43,661 440 4.74%

223

3.89%

8.06%

536

2,841 1,392

5.44%

5.28%

自 然 科 学 522

706

129産 業 472 18,341 18,564

語 学 8,075 8,015 △ 60

2.02%

芸 術 ・ 体 育 1,781 50,094 50,091 △ 3

文学・小説他 1,484 173,824 175,493 1,669 19.07%3,630

9,992 480,651 484,017 3,36613,374

0.87%95 138

10.92%

52.59%

児
　
童
　
書

絵 本 2,491 105,664 107,044 1,380 11.63%

読 み 物

73,367 73,518 151

1,817 99,837 100,492 655

7.99%

小　 　　計 9,495 278,868 281,054 2,186 30.54%

703

1,627

そ の 他

118 118

紙 芝 居 15 5,699 5,70329

0 0.01%

雑 誌 9,018 24,602 25,570 968 2.78%

0

6,796

4 0.62%

文 庫 ・ 新 書 602 64,104 65,886 1,782 7.16%2,044 2,011

50,384 1,8261,426

150

1,875

35

5.47%

視 聴 覚 資 料 他 20 7,641 7,665 24 0.83%

郷 土 資 料 302 48,558

150,722 155,326 4,604 16.87%9,957 7,114

10,156 100.00%23,596 13,440

小　　 　計

合 　　　計 29,444 910,241 920,397

そ
　
　
の
　
　
他

漫 画 0

小　 　　計

5,381

28年度

1,960

455

1,093

153

受入冊数

321

501

1,130

1

7,607

123

7,764

33

4,257

11,351

38,618

276

896

1,179

667

706

352

4,255

13,893

709

155

1,725

1,234

854

3,813

2,969

8,065

5,187

除籍冊数

11,718

80

300

456

515

131

924

11

0

229

49

1,300

4,699

345

579

施設名 本館
西口

ライブラリー
子ども

ライブラリー
移動

図書館
蓬莱

学習センター
清水

学習センター
吾妻

学習センター
飯坂

学習センター
もちずり

学習センター
北信

学習センター
松川

学習センター

蔵書数 440,627 36,319 31,546 52,735 47,614 49,079 53,730 34,424 30,365 31,605 24,045

施設名
三河台

学習センター
渡利

学習センター
杉妻

学習センター
吉井田

学習センター
西

学習センター
信陵

学習センター
信夫

学習センター
吾妻学習

センター分館
飯野

学習センター
合計

蔵書数 8,002 7,983 8,002 9,135 11,902 8,934 10,813 10,137 13,400 920,397

27年度 28年度 27年度 28年度 27年度 28年度

※登録抹消者は、登録未更新の者（個人４年間、団体毎年）

△ 10

新規登録者 登録抹消者

8,053

73

6,560 48,900

増減

6,072 48,412

　　　　　　項目
区分

25765 43 24753

個　　　　人 7,129 △ 488

登録者数

団　　　　体
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（3）　月別・施設別レファレンス集計表

（4）　16ミリフィルム・ビデオテープ・DVD利用状況

16ミリフィルム利用状況

子どもライブラリー・学習センター別ビデオテープ・DVD利用状況

計

北信学習
セ ン タ ー

平成29年3月31日
現在フィルム本数

計

清水学習
セ ン タ ー

飯坂学習
セ ン タ ー

吾妻学習
セ ン タ ー

もちずり学
習センター

松川学習
セ ン タ ー

子どもライ
ブ ラ リ ー

館 名

区 分

11月 12月 1月 2月

蓬萊学習
セ ン タ ー

区 分

計
構成比
（％）

396 338 376 527 6,557

7,766

利用本数(本) 410 423 532 909 1,133 573 499 441

577 538 467 385 421 633

44 68 841

利用者数(人) 484 504 694 1,087 1,336 640

157 75 63 52 35 37

51 49 55 100 1,202

利用本数(本) 49 65 65 131

366

利用者数(人) 63 98 118 177 241 99 85 66

24 25 26 24

27 2717 9

77 28

82 35

12 9

61 55 31 33

433

利用本数(本) 30 23 28 60

689

利用者数(人) 38 22 37 76 32 31

30 35

50 53 989

利用本数(本) 27 56 104 113 75 69

101 90 78 84 59 48

58 24 22 39 562

利用者数(人) 36 83 150 157

648

利用本数(本) 37 35 40 65 112 49 49 32

46 35 66 24 25 47

48 58 626

利用者数(人) 48 41 50 84 129 53

98 61 46 44 42 40

42 48 46 61 709

利用本数(本) 37 34 48 70

1,338

利用者数(人) 46 38 63 76 130 59 52 48

121 96 77 52 78 132

89 168 1,629

利用本数(本) 107 87 114 178 190 106

226 130 145 132 91 62

22 11 25 42 519

利用者数(人) 133 95 135 223

540

利用本数(本) 49 43 51 82 113 23 32 26

36 31 21 15 27 46

102 131 1,616

利用者数(人) 46 47 59 84 116 12

311 162 103 111 120 130

120 130 102 131 1,616

利用本数(本) 74 80 82 210

3月

利用者数(人) 74 80 82 210 311 162 103 111

●

月 別 利 用 数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

6 5 6 31 100.000 6 0 0 0 6

5 1 12 38.71

計 277 0 2 0

4

1 3.23

成 人 教 育 52 2

1

0 0

家 庭 教 育 34

58.06

青 年 教 育 14

6 1 5 18

3月

少 年 教 育 177 6

9月 10月 11月 12月 1月 2月

31,129

●

月 別 利 用 本 数

4月 5月 6月 7月 8月

2,469 2,034 1,818 1,283 2,376 625

176 99 186 110 2,615

合計 13,666 1,271 3,031 2,556

47 2,573

3 月 1,112 116 203 247 187 179

216 241 152 159 91 176

131 82 180 43 2,252

2 月 1,115 140 236

44 2,249

1 月 1,000 109 200 185 166 156

211 177 174 119 81 184

138 85 150 22 2,169

12 月 913 114 232

41 2,491

11 月 924 80 208 197 201 164

283 218 185 117 95 167

126 113 149 56 2,569

10 月 1,100 90 195

66 3,192

9 月 1,110 120 265 226 238 166

213 275 225 184 156 236

194 172 295 54 3,220

8 月 1,378 109 350

41 2,797

7 月 1,367 92 328 241 250 227

211 193 158 175 125 246

178 108 208 63 2,848

6 月 1,248 78 322

5 月 1,370 135 314 175 165 132

116 121 76 199 38 2,154

北信学習
センター

松川学習
センター

計

4 月 1,029 88 178 151 158

本　　館
西口ライブ
ラリー

子どもライ
ブラリー

蓬萊学習
センター

清水学習
センター

吾妻学習
センター

飯坂学習
センター

もちずり学
習センター
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(5)　定　例　事　業

事　　業　　名 内　　　　容 対　　　　象 開　催　日　時 回数 人数 平均

①おひざにだっこの
　 おはなし会

絵本の読み聞かせ、てあそび、
わらべうたなどを行った。

3歳までの乳幼児
　　　　　　とその親

本館
第3木曜日
午前10時30分～

12 306 25.5

子どもライブラリー
第1木、第3日曜日
午前11時～

24 583 24.3

蓬莱学習センター
第4木曜日
午前10時30分～

12 70 5.8

清水学習センター
第3木曜日
午前10時30分～

12 220 18.3

吾妻学習センター
第4木曜日
午前10時30分～

11 135 12.3

飯坂学習センター
第2木曜日
午前10時30分～

10 139 13.9

もちずり学習センター
第2水曜日
午前10時30分～

12 170 14.2

北信学習センター
第1水曜日
午前10時30分～

10 142 14.2

松川学習センター
第1木曜日
午前10時30分～

10 140 14.0

本館

②どようびのおはなし会
絵本・紙芝居などの読み聞かせ
や、ブックトークなどを行った。

4歳以上の幼児～小
学生

毎週土曜日
午後2時～

48 485 10.1

子どもライブラリー

③小学生からのおはなし会
読み聞かせ・テーマに合った本
の紹介、ブックトークなどを行っ
た。

小学生
第1日曜日
午後2時20分～

10 84 8.4

④４才からのおはなし会
読み聞かせ、すばなし、紙芝居
などを行った。

4歳～
小学校就学前児童

第2日曜日
午後2時20分～

10 89 8.9

⑤おはなし会プチ
絵本の読み聞かせ、工作などを
行った。

4歳～小学生
学校行事等を考慮
午後2時20分～

23 227 9.9

⑥わらべうたであそぼう わらべうたを行った。 4歳～小学生
学校行事等を考慮
午後2時20分～

5 49 9.8

蓬莱学習センター図書室

⑦おはなしのくれよん
絵本などの読み聞かせや、ブッ
クトークなどを行った。

4歳～小学校2年生
第2土曜日
午前10時30分～

10 49 4.9

清水学習センター図書室

⑧おはなしポケット
絵本・物語・ブックトークなどを
行った。

4歳～小学生
第3土曜日
午後2時～

10 87 8.7

吾妻学習センター図書室

⑨おはなしのにじ
絵本・紙芝居などの読み聞か
せ、テーマに合った本の紹介な
どを行った。

4歳～小学生
第3土曜日
午前10時30分～

10 56 5.6

飯坂学習センター図書室

⑩おはなしひろば
絵本の読み聞かせ・紙芝居など
を行った。

4歳～小学生
第4土曜日
午前11時～

9 111 12.3

もちずり学習センター図書室

⑪おはなしバスケット
絵本の読み聞かせ・紙芝居など
を行った。

4歳～小学生
第4土曜日
午後2時～

10 121 12.1

北信学習センター図書室

⑫おはなしのとびら
絵本の読み聞かせ・紙芝居など
を行った。

4歳～小学生
第2土曜日
午後2時～

7 194 27.7

1．児童向け　おはなし会
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事　　業　　名 内　　　　容 対　　　　象 開　催　日　時 回数 人数 平均

松川学習センター図書室

⑬おはなしロケット
絵本の読み聞かせ・紙芝居など
を行った。

4歳～小学生
第1土曜日
午後2時～

10 88 8.8

朗読会
ことのはの時間（とき）

大人の方を対象とした朗読を
行った。

一般

年4回
6月19日・9月17日
12月17日・3月18日
午後2時30分～

4 53 13.3

ファミリー映画会
幼児・小学生向け児童劇、アニメ
や一般対象の名作・名画の視聴
覚資料の上映会を行った。

幼児～一般
本館
第2日曜日
午後2時～

11 121 11.0

対面朗読 希望図書の朗読を行った。 目の不自由な方
本館
第1･3月曜日
第1・3水曜日

29 29 1.0

清水学習センター
第2・4木曜日

24 24 1.0

343 3,772

(6)　特　別　事　業

事　　業　　名 内　　　　容 対　　　　象 開　催　日　時 回数 人数 平均

本館

なつやすみ
おたのしみかい

絵本・紙芝居の読み聞かせ、
ブックトｰクなどを行った。

小学生～
7月23日
午後2時～

1 33 33.0

冬のおたのしみ会
人形劇「さるかに」、ブラックパネ
ルシアター、ブックトーク、工作な
どを行った。

4歳～小学生
12月24日
午後2時～

1 40 40.0

子どもライブラリー

おはなしぼっくす～春のこむ
こむまつりスペシャル～

絵本の読み聞かせ、工作などを
行った。

3歳～小学生
5月5日
①午前10時40分～
②午後2時20分～

1 14 14.0

おはなしカーニバル
～なつのまき～

テーマ「こんなことって、ある？」
ブックトーク、工作、人形劇など
を行った。

4歳～小学生
7月26日
午後2時～

1 44 44.0

おはなしぼっくす～秋のこむ
こむまつりスペシャル～

パネルシアター「3つのねがい」、
びっくりてじななどを行った。

3歳～小学生
11月3日
午後2時～

1 10 10.0

おはなしカーニバル
～ふゆのまき～

ブックトーク「かたちいろいろ」、
工作、てあそび・わらべうたなど
を行った。

4歳～小学生
12月11日
午後2時～

1 35 35.0

蓬莱学習センター図書室

2016夏　子どもおはなし会

ブックトークテーマ「おまつり
わっしょい！」
工作、大型絵本の読み聞かせな
どを行った。

4歳～小学校
7月10日
午前10時30分～

1 25 25.0

2016冬　子どもおはなし会
テーマ「タイムスリップ☆」
大型絵本、ブックトーク、工作な
どを行った。

4歳～小学生
12月18日
午前10時30分～

1 15 15.0

清水学習センター図書室

夏のおはなしポケット
スペシャル

大型絵本・大型紙芝居・すばな
し・工作などを行った。

4歳～小学生
7月9日
午後2時～

1 30 30.0

冬のおはなしポケット
スペシャル

パネルシアター、ブックトーク、大
型絵本、工作などを行った。

4歳～小学生
12月10日
午後2時～

1 46 46.0

2．一般向け　朗読会

3．映画会

4．対面朗読会

（合　　　計）

1．児童向け　おはなし会

- 19 -



事　　業　　名 内　　　　容 対　　　　象 開　催　日　時 回数 人数 平均

吾妻学習センター図書室

おひざにだっこのおはなし会
スペシャル

絵本の読み聞かせ・てあそび・わ
らべうたなどを行った。

3歳までの乳幼児と
その親

5月26日
午前10時30分～

1 20 20.0

夏のおはなしのにじ
スペシャル

テーマ「夏のあそび」
大型紙芝居、大型絵本の読み
聞かせ、工作などを行った。

4歳～小学生
7月16日
午前10時30分～

1 14 14.0

冬のおはなしのにじ
スペシャル

テーマ「冬のあそび」
絵本の読み聞かせ、ブックトー
ク、工作などを行った。

4歳～小学生
12月17日
午前10時30分～

1 8 8.0

飯坂学習センター図書室

おひざにだっこのおはなし会
スペシャル

大型絵本や紙芝居の読み聞か
せ、てあそび・わらべうたなどを
行った。

3歳までの乳幼児と
その親

6月9日、10月13日
午前10時30分～

2 71 35.5

夏のおはなしひろば
スペシャル

テーマ｢発明・発見」
ブラックパネルシアター、大型絵
本の読み聞かせ、工作などを
行った。

4歳～小学生
7月2日
午前11時～

1 21 21.0

冬のおはなしひろば
スペシャル

テーマ「びっくり！！」
パネルシアター、工作などを
行った。

4歳～小学生
12月5日
午前11時～

1 20 20.0

もちずり学習センター図書室

なつのおはなしパレード
人形劇、大型絵本の読み聞か
せ、工作などを行った。

4歳～小学生
7月9日
午後2時～

1 51 51.0

ふゆのおはなしパレード
人形劇、絵本の読み聞かせ、
ブックトーク、工作などを行った。

4歳～小学生
12月19日
午後2時～

1 6 6.0

北信学習センター図書室

夏のおはなしのとびら
スペシャル

テーマ「おいしい！」
人形劇、大型絵本、ブックトー
ク、工作などを行った。

4歳～小学生
7月9日
午後2時～

1 19 19.0

冬のおはなしのとびら
スペシャル

テーマ「たんじょうび」
絵本の読み聞かせ、工作などを
行った。

4歳～小学生
12月10日
午後2時～

1 21 21.0

松川学習センター図書室

おはなしロケットスペシャル
パネルシアター、ブックトーク、工
作などを行った。

4歳～小学生
7月2日
午後2時～

1 35 35.0

おはなしロケットスペシャル
テーマ「いろ」
ペープサート、本の紹介、工作
などを行った。

4歳～小学生
12月3日
午後2時～

1 25 25.0

本館

夏休み手作り絵本教室
オリジナルの物語を題材に絵本
を作成した。

小学生
7月27日・8月3日
午前9時45分～

2 58 29.0

読書週間事業
終活のススメ～エンディング
ノートを作ろう～

万が一に備えて、自分の思いや
希望を家族に伝えるためのエン
ディングノート作りとシニアライフ
を考える講座を開催した。

一般
10月30日
午後2時～

1 24 24.0

西口ライブラリー

手作り栞（しおり）教室
切り絵で手作りの栞（しおり）を作
成した。

一般
8月20日
午後2時～

1 9 9.0

手作り製本教室
手のひらサイズの豆本を作製し
た。

一般
11月6日
午後2時～

1 12 12.0

2．講座・講習会
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事　　業　　名 内　　　　容 対　　　　象 開　催　日　時 回数 人数 平均

子どもライブラリー

「わたしのワンピース」の手作
り人形講座

絵本「わたしのワンピース」の手
作り人形を作り、より絵本の世界
を楽しむ。

一般
6月25日
午前9時40分～

1 22 22.0

ボランティア向け講座
おはなし会で楽しめるてあそ
び・わらべうた講座

赤ちゃんから小学生までの年齢
に合わせたてあそび・わらべうた
を、実践を交えて学ぶ講習会を
開催した。

ボランティアをされて
いる方

10月17日
午前10時～

1 37 37.0

ボランティア向け講座「子ども
にとって本とは～初心者のた
めの読み聞かせ講座～」

子どもと本の関わりに関する講
演と読み聞かせの方法について
の実践講義を開催した。

ボランティアをされて
いる方

2月17日
午前10時～

1 31 31.0

蓬莱学習センター図書室

「ひつじぱん」の手作り人形講
座

絵本「ひつじぱん」の手作り人形
を作製した。

一般
11月5日
午前9時45分～

1 17 17.0

想いを届ける朗読講座 聴き手の心に届く朗読を学ぶ。 一般
2月26日
午前10時～

1 15 15.0

清水学習センター図書室

初心者のための紙芝居講座
紙芝居の演じ方の基本などにつ
いての講座を行った。

紙芝居の演じ方に興
味のある方

9月29日
午前10時～

1 21 21.0

地域の文化・歴史にふれよう
「第7回信夫山講座」

身近な信夫山の歴史と文化を学
ぶ講座を開催した。

一般
10月29日
午前10時～

1 18 18.0

吾妻学習センター図書室

夏休み子ども科学講座 おもしろい科学工作を行った。 小学3年生以上
8月6日
午後1時～

1 23 23.0

手作り人形講座～長新太の
キャベツくん人形を作ろう～

長新太の絵本「キャベツくん」の
人形を作製した。

一般
1月29日
午前10時～

1 17 17.0

子どもと楽しむ
てあそび・わらべうた

親子で手あそびやわらべうたを
楽しむ。

乳幼児とその保護者
2月16日
午前10時30分～

1 33 33.0

もちずり学習センター図書室

親子で楽しむリトミック講座
音楽で子どもの豊かな感性や個
性をのばすリトミックを親子で楽
しみます。

一般
10月18日
①午前10時～
②午後1時～

1 30 30.0

北信学習センター図書室

親子で楽しむ！絵本の時間
絵本を使って子供とスキンシップ
をとりながら楽しい時間を過ご
す。

3歳～小学校低学年
の子とその親

2月12日
午前10時30分～

1 21 21.0

松川学習センター図書室

夏休み工作教室
身近な物を使って、巻物づくりを
する工作教室を開催した。

4歳から小学生
8月8日
午前10時～

1 8 8.0

本館

わくわく！
としょかんワールド

図書館や本に関するクイズを
行った。

4歳～小学生 4月17日～5月12日 17 438 25.8

雑誌の無料配布
保存年限の過ぎた3～10年前の
雑誌を無料配布した。

一般
4月24日
午前9時30分～

1 252 252.0

ビブリオバトル
～中学生・高校生のための知
的書評合戦～

お気に入りの本を持ち寄って魅
力を5分間で紹介し合い、観戦
者の投票によって一番読みたい
本を決める書評ゲーム行った。

中学生以上・一般
こむこむ館
1月9日
午後1時～

1 67 67.0

蓬莱学習センター図書室

蓬萊名画シアター
中学生以上・一般向けの視聴覚
（ビデオテープ）資料の上映を
行った。

中学生以上・一般 8月27日午後2時～ 1 1 1.0

春休みファミリーシアター
親子で楽しむアニメ映画の上映
を行った。

幼児・小学校低学年
の親子

3月23日
午後2時～

1 12 12.0

3．映画会など
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事　　業　　名 内　　　　容 対　　　　象 開　催　日　時 回数 人数 平均

清水学習センター図書室

夏のアニメ映画会 対象児向け映画会を行った。 4歳～小学生
8月22日
午後2時～

1 9 9.0

春のアニメ映画会 対象児向け映画会を行った。 4歳～小学生
3月23日
午後2時～

1 18 18.0

飯坂学習センター図書室

としょかん de クイズ
図書室や本のクイズを解いて図
書室を探検した。

4歳～小学生 11月12日・13日 2 170 85.0

もちずり学習センター図書室

としょしつ☆たんていだん
～ナゾをとくのはキミだ！！
～

図書室や本に関するクイズを解
いて図書室を探検した。

4歳～小学生 10月29日・30日 2 89 44.5

北信学習センター図書室

北信文化まつり
としょしつたんけんクイズ

図書室や本に関するクイズを解
いて図書室を探検した。

4歳～小学生 10月18日・19日 2 81 40.5

松川学習センター図書室

めざせ☆としょしつマスター!!
図書室や本に関するクイズを
解いて図書室内を探検

4歳～小学生 10月15日・１６日 2 44 22.0

70 2,136（合　　　計）
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(7)　特　別　展　示

展　　　示　　　名　　　・　　　内　　　容

本　　　館

１Ｆ

春の食べもの・春の花 4 月 1 日 ～ 4 月 30 日

しゅっぱつしんこう 4 月 23 日 ～ 5 月 12 日

手でさわる絵本新作展（27年度作成分） 4 月 25 日 ～ 5 月 12 日

虫の本 5 月 1 日 ～ 5 月 29 日

こいのぼりの本 5 月 1 日 ～ 5 月 5 日

韓国の本 5 月 7 日 ～ 5 月 29 日

雨 6 月 1 日 ～ 6 月 29 日

七夕 6 月 16 日 ～ 7 月 8 日

自由研究・課題図書・感想文におすすめの本 7 月 1 日 ～ 8 月 29 日

ブックリストの本 7 月 2 日 ～ 8 月 29 日

戦争と平和の本 7 月 30 日 ～ 8 月 29 日

夏の絵本 7 月 30 日 ～ 8 月 29 日

夏休み手作り絵本教室作品展 8 月 6 日 ～ 8 月 13 日

音楽 9 月 1 日 ～ 9 月 29 日

お月見 9 月 11 日 ～ 9 月 18 日

鳴く虫 9 月 19 日 ～ 9 月 29 日

ＳＦ 10 月 1 日 ～ 10 月 30 日

ハロウィン 10 月 1 日 ～ 10 月 30 日

伝説の生き物 10 月 2 日 ～ 10 月 30 日

手でさわる絵本新作展（28年度作成分） 10 月 27 日 ～ 11 月 9 日

神さま大集合！ 11 月 1 日 ～ 11 月 28 日

七五三 11 月 1 日 ～ 11 月 14 日

絵本の中のおいしいレシピ 11 月 16 日 ～ 11 月 28 日

雪 12 月 1 日 ～ 1 月 29 日

お正月の本と縁起のいい生きもの 12 月 17 日 ～ 1 月 15 日

節分・おにの本 1 月 9 日 ～ 2 月 5 日

日本の伝統文化 1 月 15 日 ～ 1 月 29 日

スイーツ 2 月 1 日 ～ 2 月 26 日

守り人シリーズ 2 月 1 日 ～ 2 月 15 日

ネコ 2 月 6 日 ～ 2 月 22 日

春 3 月 1 日 ～ 3 月 30 日

おしゃれ 3 月 1 日 ～ 3 月 30 日

パン 3 月 6 日 ～ 3 月 30 日

・追悼展

亡くなられた作家を偲び主な図書を展示

末吉暁子氏 6 月 1 日 ～ 6 月 15 日

開 催 期 間
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展　　　示　　　名　　　・　　　内　　　容

太田大八氏 8 月 9 日 ～ 8 月 29 日

佐藤さとる氏 2 月 18 日 ～ 2 月 26 日

ディック・ブルーナ氏 2 月 18 日 ～ 2 月 26 日

まついのりこ氏 3 月 6 日 ～ 3 月 17 日

２Ｆ

園芸＆ＤＩＹ 4 月 1 日 ～ 4 月 28 日

はじめまして 4 月 1 日 ～ 4 月 28 日

個人伝 4 月 28 日 ～ 5 月 31 日

伊勢志摩サミット　三重県特集 5 月 1 日 ～ 5 月 31 日

城を楽しむ 6 月 1 日 ～ 6 月 30 日

エドワード・ゴーリーとオトナの絵本 7 月 1 日 ～ 7 月 29 日

芥川賞・村田沙耶香　直木賞・荻原浩 7 月 23 日 ～ 8 月 31 日

戦争と平和 7 月 30 日 ～ 8 月 31 日

ボブ・ディラン～ノーベル文学賞受賞～ 10 月 14 日 ～ 10 月 27 日

いざいざ読書 10 月 1 日 ～ 10 月 30 日

ハロウィン 10 月 22 日 ～ 10 月 30 日

谷崎潤一郎賞　絲山秋子　長嶋有 10 月 26 日 ～ 11 月 10 日

文化勲章・文化功労者

平岩弓枝・草間やよい・大隈良典・太田朋子・船村徹・太田隆・津村節子

村上春樹～国際アンデルセン賞受賞～ 11 月 1 日 ～ 11 月 12 9

広重・北斎・國芳 11 月 12 日 ～ 12 月 14 日

クライスト賞受賞　多和田葉子 11 月 20 日 ～ 12 月 18 日

年賀状 11 月 20 日 ～ 12 月 10 日

もうすぐ新年～新年を迎える準備の本～ 12 月 11 日 ～ 12 月 26 日

若年性認知症～公会堂イベント本～ 12 月 17 日 ～ 12 月 18 日

芥川賞・山下澄人　直木賞・恩田陸 1 月 20 日 ～ 2 月 27 日

受賞本２０１６ 3 月 1 日 ～ 3 月 31 日

犬ＶＳ猫 3 月 1 日 ～ 3 月 31 日

波汐國芳～詩歌文学賞受賞～ 3 月 3 日 ～ 3 月 31 日

・追悼展

亡くなられた作家を偲び主な図書を展示

秋山ちえ子 4 月 13 日 ～ 5 月 31 日

戸川昌子 4 月 27 日 ～ 5 月 31 日

蜷川幸雄 5 月 13 日 ～ 5 月 31 日

永六輔 7 月 13 日 ～ 7 月 29 日

近藤富枝 7 月 26 日 ～ 8 月 26 日

中村紘子 7 月 29 日 ～ 8 月 31 日

山田登勢子 8 月 10 日 ～ 8 月 31 日

開 催 期 間

11 20 日月 2 日 ～ 11 月
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展　　　示　　　名　　　・　　　内　　　容

むのたけじ 8 月 22 日 ～ 9 月 30 日

真継伸彦 8 月 26 日 ～ 9 月 30 日

脇田晴子 10 月 1 日 ～ 10 月 24 日

平尾誠二 10 月 20 日 ～ 11 月 3 日

衿野朱矢 10 月 21 日 ～ 11 月 9 日

田部井淳子 10 月 23 日 ～ 11 月 9 日

三笠宮崇仁親王・三笠宮家 10 月 27 日 ～ 11 月 10 日

高井有一 10 月 27 日 ～ 11 月 10 日

伊藤桂一 11 月 4 日 ～ 11 月 18 日

大橋雄二 11 月 9 日 ～ 11 月 28 日

増田義郎 11 月 9 日 ～ 11 月 28 日

木村孝 11 月 9 日 ～ 11 月 28 日

藤原てい 11 月 18 日 ～ 12 月 11 日

フィデル・カストロ 11 月 20 日 ～ 12 月 11 日

渡辺和子 1 月 4 日 ～ 1 月 20 日

リチャード・アダムズ 1 月 4 日 ～ 1 月 20 日

三浦朱門 2 月 5 日 ～ 2 月 27 日

佐藤さとる 2 月 18 日 ～ 3 月 13 日

林京子 3 月 3 日 ～ 3 月 31 日

子どもライブラリー

・各月展示

教科書にのった本 4 月 1 日 ～ 4 月 30 日

牧場のなかまたち 5 月 1 日 ～ 5 月 31 日

グリーングリーン 6 月 1 日 ～ 6 月 30 日

自由研究・工作・読書感想文 7 月 1 日 ～ 8 月 25 日

ＳＦ 8 月 26 日 ～ 9 月 30 日

きたりはいたりかっぶたり 10 月 1 日 ～ 10 月 31 日

おしごと 11 月 1 日 ～ 11 月 30 日

クリスマス 12 月 1 日 ～ 12 月 25 日

古典 12 月 26 日 ～ 1 月 31 日

アート！ 2 月 1 日 ～ 2 月 28 日

ともだち 3 月 1 日 ～ 3 月 31 日

・常設展示

おはなし会で紹介した本

書評にのった本

よい絵本

新刊本 通　　　年

開 催 期 間

通　　　年

通　　　年

通　　　年
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展　　　示　　　名　　　・　　　内　　　容

・特別展示

大人におくる絵本２９『ＶＩＶＡ　子育て』 4 月 1 日 ～ 5 月 7 日

大人におくる絵本３０『「岩波の子どもの本」特集』 5 月 8 日 ～ 6 月 1 日

大人におくる絵本３１『薬物依存　～ＮＯ　ＤＲＵＧＳ！～』 6 月 2 日 ～ 6 月 25 日

古田足日氏追悼展示 6 月 9 日 ～ 6 月 20 日

こむこむ来館に合わせて、絵本作家サトシン特集 6 月 22 日 ～ 6 月 25 日

おはなしカーニバルで紹介した本（テーマ：かくれているもの、なーんだ?） 7 月 13 日 ～ 7 月 30 日

夏休み特別展示「戦争と平和」 8 月 1 日 ～ 8 月 24 日

大人におくる絵本３２『Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｌｉｆｅ』 9 月 1 日 ～ 9 月 29 日

「3.11絵本プロジェクトいわて」に合わせて、未森千恵子さん特集 9 月 23 日 ～ 9 月 23 日

大人におくる絵本３３『ＴＨＥ　収納』 10 月 1 日 ～ 10 月 31 日

大人におくる絵本３４『Ｉ　ラブ（※ハートマークで表記）北欧』 11 月 1 日 ～ 12 月 13 日

おはなしカーニバルで紹介した本（テーマ：おおわらい） 12 月 14 日 ～ 12 月 28 日

香月日輪氏追悼展示 12 月 26 日 ～ 12 月 30 日

西口ライブラリー

・各月展示

エール 4 月 1 日 ～ 4 月 29 日

鉄道 5 月 1 日 ～ 5 月 30 日

昭和と平成の絵本 4 月 27 日 ～ 5 月 12 日

若者 6 月 1 日 ～ 6 月 29 日

虫 6 月 1 日 ～ 6 月 29 日

山と川 7 月 1 日 ～ 7 月 30 日

美篶堂様寄贈本展示 7 月 10 日 ～ 7 月 30 日

ミニ展示「手紙」 7 月 23 日 ～ 9 月 24 日

エネルギー 8 月 1 日 ～ 8 月 30 日

ＹＡ展示「怖」 8 月 20 日 ～ 9 月 24 日

江戸 9 月 1 日 ～ 9 月 29 日

ＹＡ展示「スポーツ」 9 月 1 日 ～ 9 月 29 日

ミニ展示「絵画」 9 月 25 日 ～ 10 月 30 日

本 10 月 1 日 ～ 10 月 30 日

ＹＡ展示「文豪」 10 月 1 日 ～ 10 月 30 日

読書週間展示「文庫の森」 10 月 17 日 ～ 11 月 7 日

リーダー 11 月 1 日 ～ 11 月 29 日

ミニ展示「音楽」 11 月 1 日 ～ 11 月 29 日

ミニ展示「日本酒」 11 月 1 日 ～ 11 月 29 日

手作り 12 月 1 日 ～ 12 月 27 日

ミニ展示「探偵」 12 月 1 日 ～ 12 月 27 日

ＹＡ展示「ファンタジー」 12 月 1 日 ～ 12 月 27 日

開 催 期 間
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展　　　示　　　名　　　・　　　内　　　容

運動・シェイプアップ 1 月 4 日 ～ 1 月 30 日

数の本 2 月 1 日 ～ 2 月 27 日

ミニ展示「ＳＦ」 2 月 1 日 ～ 2 月 27 日

ＹＡ展示「ライトノベル」 2 月 1 日 ～ 2 月 27 日

海外文学 3 月 1 日 ～ 3 月 29 日

ミニ展示「図書館」 3 月 1 日 ～ 3 月 29 日

ＹＡ展示「新」 3 月 1 日 ～ 3 月 29 日

・常設展示

子育て応援図書

東日本大震災関連資料

ちょっと昔のベストセラー

蓬萊学習センター図書室

震災関連本

おはなし会にオススメの本

子育て応援図書

賞をとった本 3 月 1 日 ～ 4 月 30 日

たのしい詩・こころおどる詩・いろんな詩 4 月 1 日 ～ 4 月 30 日

お城 5 月 1 日 ～ 6 月 30 日

自由研究・読書感想文におすすめの本、課題図書、夏休みレファレンス用図書 7 月 1 日 ～ 8 月 29 日

備えて安心！防災の本 9 月 1 日 ～ 10 月 30 日

クリスマスの本 11 月 1 日 ～ 12 月 26 日

スイーツ 1 月 4 日 ～ 2 月 26 日

心地よい住まいと暮らしのための本 3 月 1 日 ～ 4 月 27 日

「読書の輪」で紹介した本 6 月 1 日 ～ 5 月 29 日

「ハッピーとしょかん夏号」で紹介した本 7 月 1 日 ～ 11 月 28 日

「ハッピーとしょかん冬号」で紹介した本 12 月 1 日 ～ 6 月 29 日

清水学習センター図書室

自由研究・読書感想文の本展 7 月 1 日 ～ 8 月 28 日

初心者のための紙芝居講座展 9 月 1 日 ～ 9 月 29 日

生涯学習のつどい展 9 月 24 日 ～ 9 月 25 日

広報紙「SHIMIZU」関連本展 9 月 12 日 ～ 12 月 26 日

信夫山講座関展 10 月 6 日 ～ 11 月 19 日

クリスマス本展 11 月 20 日 ～ 12 月 26 日

広報紙「ほんのたね」展 2 月 1 日 ～ 3 月 30 日

吾妻学習センター図書室

・常設展示

時代小説

震災・原発関連の本

開 催 期 間

通　　　年

通　　　年

通　　　年

通　　　年

通　　　年

通　　　年

通　　　年

通　　　年
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展　　　示　　　名　　　・　　　内　　　容

おすすめの絵本・児童書・ＹＡの本

・各月展示

新生活の本 4 月 1 日 ～ 4 月 30 日

春がきた 4 月 1 日 ～ 4 月 30 日

山の本 5 月 1 日 ～ 6 月 29 日

広報紙「Letter」で紹介した本 6 月 1 日 ～ 9 月 30 日

職場体験の中学生によるおすすめの本 7 月 11 日 ～ 8 月 30 日

読書感想文・自由研究の本 7 月 1 日 ～ 8 月 30 日

広報紙「ひなたぼっこ」で紹介した本 7 月 1 日 ～ 11 月 29 日

怖い本 9 月 1 日 ～ 9 月 30 日

秋を楽しむ本 10 月 1 日 ～ 10 月 29 日

広報紙「Letter」で紹介した本 10 月 1 日 ～ 3 月 31 日

読書週間展示 10 月 27 日 ～ 11 月 9 日

クリスマスの本 11 月 1 日 ～ 12 月 27 日

広報紙「ひなたぼっこ」で紹介した本 12 月 1 日 ～ 3 月 31 日

年末年始の本 12 月 1 日 ～ 12 月 27 日

歴代の本屋大賞 1 月 4 日 ～ 1 月 29 日

入園・入学の本 2 月 1 日 ～ 2 月 26 日

おべんとう＆旅行の本 3 月 1 日 ～ 3 月 31 日

飯坂学習センター図書室

おはなし会で紹介した本

お仕事小説特集 4 月 13 日 ～ 5 月 29 日

植物本特集 4 月 13 日 ～ 5 月 29 日

「子ども読書の日」展示「お話会で紹介した本テーマ別」 4 月 23 日 ～ 5 月 12 日

広報紙「ひだまり読書」で紹介した本 5 月 7 日 ～ 6 月 29 日

オリンピックとスポーツの本 6 月 1 日 ～ 7 月 13 日

広報紙「ほんのひろば」で紹介した本 7 月 1 日 ～ 8 月 29 日

読書感想文と自由研究の本 7 月 11 日 ～ 8 月 29 日

怪談小説特集 7 月 11 日 ～ 8 月 29 日

ミステリー・推理小説特集 7 月 14 日 ～ 8 月 29 日

『なつとも』の友 7 月 17 日 ～ 8 月 29 日

シリーズ本特集 9 月 1 日 ～ 10 月 23 日

宮沢賢治―生誕１２０年展示― 9 月 1 日 ～ 10 月 23 日

俳句・和歌特集 9 月 1 日 ～ 10 月 23 日

秋の読書週間展示「食欲の秋」 10 月 27 日 ～ 11 月 28 日

時代小説特集 11 月 2 日 ～ 12 月 26 日

クリスマス本展示 12 月 1 日 ～ 12 月 25 日

映像化原作本特集 12 月 8 日 ～ 1 月 29 日

通　　　年

開 催 期 間

通　　　年
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展　　　示　　　名　　　・　　　内　　　容

広報紙「ほんのひろば」で紹介した本 12 月 16 日 ～ 1 月 29 日

直木賞・芥川賞受賞者作品特集 1 月 4 日 ～ 2 月 26 日

ミステリー・推理小説特集 1 月 4 日 ～ 2 月 26 日

星新一・藤沢周平没後２０年展示 2 月 1 日 ～ 3 月 30 日

夏目漱石生誕百五十年展示 2 月 1 日 ～ 3 月 30 日

佐藤さとる追悼展 2 月 17 日 ～ 3 月 12 日

波汐國芳展示 3 月 3 日 ～ 3 月 30 日

サクッと読める短編小説特集 3 月 1 日 ～ 4 月 27 日

ゆる～く読める文庫本特集 3 月 1 日 ～ 4 月 27 日

もちずり学習センター図書室

Ｈ27年度購入本（児童書新刊） 4 月 13 日 ～ 5 月 29 日

おはなしバスケットのテーマの本「わくわく」 4 月 23 日 ～ 5 月 27 日

おはなしバスケットのテーマの本「よる」 5 月 28 日 ～ 6 月 24 日

おはなしバスケットのテーマの本「おとうさん」 6 月 25 日 ～ 8 月 26 日

自由研究の本・読書感想文におすすめの本 7 月 1 日 ～ 8 月 29 日

おはなしバスケットのテーマの本「おばけ大集合！」 8 月 27 日 ～ 9 月 23 日

おはなしバスケットのテーマの本「王子さま・お姫さま」 9 月 24 日 ～ 10 月 21 日

おはなしバスケットのテーマの本「なに食べる？」 10 月 22 日 ～ 11 月 25 日

広報誌「もちずりTIMES」で紹介した本 10 月 27 日 ～ 11 月 27 日

クリスマスの本 11 月 14 日 ～ 12 月 26 日

おはなしバスケットのテーマの本「おしゃれ」 11 月 26 日 ～ 1 月 27 日

とりのほん 1 月 28 日 ～ 2 月 24 日

ミステリー特集 1 月 28 日 ～ 3 月 30 日

おはなしバスケットのテーマの本「ねこ」 2 月 25 日 ～ 3 月 24 日

おはなしバスケットのテーマの本「やさい」 3 月 25 日 ～ 4 月 3 日

北信学習センター図書室

ロングセラーの絵本 4 月 13 日 ～ 5 月 29 日

動物 6 月 1 日 ～ 6 月 26 日

自由研究・読書感想 7 月 1 日 ～ 8 月 29 日

受賞本 9 月 1 日 ～ 9 月 29 日

お仕事 10 月 1 日 ～ 10 月 30 日

クリスマス 11 月 2 日 ～ 12 月 25 日

お正月 12 月 26 日 ～ 1 月 8 日

ヴァレンタイン・お菓子 1 月 11 日 ～ 2 月 26 日

入園・入学・入社 3 月 1 日 ～ 4 月 3 日

松川学習センター図書室

賞取りの絵本・よみもの 4 月 1 日 ～ 4 月 27 日

旅行記・紀行文・旅の絵本 5 月 1 日 ～ 5 月 28 日

開 催 期 間
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展　　　示　　　名　　　・　　　内　　　容

ネコ派？イヌ派？ 6 月 1 日 ～ 6 月 27 日

課題図書・自由研究の本 7 月 1 日 ～ 8 月 29 日

山へ行こう！海へ行こう！ 7 月 1 日 ～ 8 月 29 日

戦争　平和について考えよう！ 8 月 1 日 ～ 8 月 29 日

身体と頭を鍛える本 9 月 1 日 ～ 9 月 29 日

映像の原作本 10 月 1 日 ～ 10 月 28 日

アートな絵本 10 月 1 日 ～ 10 月 28 日

あつまれ～　クマさん 11 月 1 日 ～ 11 月 19 日

クリスマス本 11 月 20 日 ～ 12 月 26 日

年末年始おたすけ本 12 月 1 日 ～ 1 月 15 日

縁起物の本 1 月 16 日 ～ 1 月 29 日

雑誌のバックナンバー 1 月 4 日 ～ 1 月 27 日

読む、お酒 2 月 1 日 ～ 2 月 25 日

写真集を愉しもう 2 月 1 日 ～ 2 月 25 日

おもいで 3 月 1 日 ～ 3 月 29 日

開 催 期 間
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 （8）福島市立図書館　刊行物一覧 平成２８年度

№ 施　設　名 広　報　紙　名 内　　容 発　行 対象

1
福島市立図書館
概要

福島市立図書館業務・統計実績及び事業の概況資料を掲
載

年1回 一般

2 あかちゃんえほん
赤ちゃん向けブックリスト
「０歳～」「２歳～」「おはなし」の３種

年1回
一般

（保護者）

3
えほん～４・５歳児
のためのブックリス
ト～

４・５歳児向けブックリスト 年１回
一般

（保護者）

4
本・ほん
～１年生になった
みんなへ～

小学校１年生向けブックリスト
年1回
(5月)

児童

5
本・ほん
～この夏、中学生
の君たちに～

中学校１年生向けブックリスト
年1回
(7月)

ＹＡ

6
福島市立図書館
だより

福島市立図書館全体の出来事や行事の紹介と図書館の利
用案内を掲載

年1回
（3月か4月）

一般

7 市立図書館広報 その月の新刊本の紹介や行われる行事などを掲載
毎月1回

（4月休刊）
一般

8 わくわくとしょかん
児童向け広報紙
児童書の新刊の紹介や、行事の案内

年5回 児童

9 ＰＵＳＨ！
ヤングアダルト（中・高校生）向け広報紙
おすすめの本の紹介

隔月
（奇数月）

ＹＡ

10 ＰＵＳＨ！ 特別号
中学生向け広報紙
おすすめの本の紹介と、図書館の利用案内

年1回
（4月）

ＹＡ

11 西口ライブラリー 西口ライブ発信
一般向け広報紙
おすすめの本・新刊本の紹介、事業の案内など

年11回 一般

12 ハッピーとしょかん
児童向け広報紙
児童書の新刊の紹介と、行事の案内

年2回
（7・12月）

児童

13 読書の輪
ヤングアダルト（中・高校生）向け広報紙
おすすめの本の紹介や、図書室の利用案内

年1回
（6月）

ＹＡ

14 ＳＨＩＭＩＺＵ
一般、ヤングアダルト（中・高校生）向け広報紙
おすすめの本の紹介、テーマに沿った本の紹介、ヤングアダ
ルト向けおすすめの本の紹介

年1回
（9月）

一般・ＹＡ

15 ほんのたね
児童向け広報紙
テーマに沿ったおすすめの本、おはなし会で使用した本の
紹介と、おはなし会の案内

年1回
（1月）

児童

16 もちずりＴＩＭＥＳ
一般、ヤングアダルト（中・高校生）向け広報紙
新着本やテーマに沿った本、ヤングアダルト向けおすすめの
本の紹介

年1回
（10月）

一般・ＹＡ

17 もちもち☆だより
児童向け広報紙
おはなし会の案内と、新刊本やおはなし会で使用した本の紹
介

年2回
（7・12月）

児童

18 北信だより
一般、ヤングアダルト（中・高校生）向け広報紙
一般向け・ヤングアダルト向けのおすすめの本や雑誌の紹介
と、おはなし会の案内

年2回
（4・10月）

一般・ＹＡ

19 ほんのとびら
児童向け広報紙
おはなし会の案内と、おすすめの本やおはなし会で使用した
本の紹介

年2回
（7・12月）

児童

20 ひだまり読書
一般、ヤングアダルト（中・高校生）向け広報紙
一般・ヤングアダルト向けのおすすめの本や大人でも楽しめ
る子どもの本の紹介、おはなし会などの行事の案内

年1回
（5月）

一般・ＹＡ

21 ほんのひろば
児童向け広報紙
おすすめの本の紹介と、おはなし会などの行事の案内

年2回
（7・12月）

児童

22 松ＮＡＶＩ！
一般、ヤングアダルト（中・高校生）向け広報紙
おすすめの本の紹介、テーマに沿った本の紹介、ヤングアダ
ルト向けおすすめの本の紹介

年1回
（4月）

一般・ＹＡ

23 まつぽっと
児童向け広報紙
おすすめの本の紹介と、おはなし会などの行事の案内

年2回
（6・11月）

児童

24 ひなたぼっこ
児童向け広報紙
新刊本やおはなし会で使用した本の紹介と、行事の案内

年2回
（7・12月）

児童

25 Ｌｅｔｔｅｒ
ヤングアダルト（中・高校生）向け広報紙
おすすめの本の紹介

年2回
（6・10月）

ＹＡ

松川学習センター
図書室

吾妻学習センター
図書室

市立図書館

蓬萊学習センター
図書室

清水学習センター
図書室

もちずり学習センター
図書室

北信学習センター
図書室

飯坂学習センター
図書室
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12.　利用状況

　(1)全館利用状況

月

内容

0 総 記 464 533 522 518 513 496 448 391 439 459 466 535 5,784 0.63

1 哲 学 1,057 1,195 1,181 1,070 1,122 1,135 1,091 1,100 1,093 1,067 1,158 1,243 13,512 1.47

2 歴 史 2,504 2,760 2,951 3,327 2,891 2,893 2,741 2,219 2,159 2,266 2,505 2,764 31,980 3.49

3 社 会 科 学 2,519 2,787 2,906 3,076 2,864 2,765 2,748 2,417 2,427 2,753 2,711 2,795 32,768 3.57

4 自 然 科 学 1,601 1,870 1,955 2,019 2,034 1,991 1,995 1,586 1,712 1,671 1,926 1,916 22,276 2.43

5 工学・家事 3,906 4,208 4,661 4,832 4,014 4,091 4,209 3,990 4,089 4,072 4,343 4,577 50,992 5.56

6 産 業 1,287 1,595 1,610 1,369 1,087 1,049 1,099 995 893 928 1,041 1,217 14,170 1.55

7 芸術・体育 2,030 2,274 2,464 2,724 2,407 2,502 2,396 2,130 2,449 2,247 2,424 2,428 28,475 3.10

8 語 学 404 372 364 385 363 381 362 351 362 352 420 386 4,502 0.49

9
文学・小説

他
13,434 14,333 14,817 15,932 14,815 15,887 15,562 14,112 15,007 14,174 15,251 16,186 179,510 19.57

29,206 31,927 33,431 35,252 32,110 33,190 32,651 29,291 30,630 29,989 32,245 34,047 383,969 41.86

Ｅ 絵 本 12,420 14,584 16,667 18,145 17,532 17,098 16,472 16,102 14,545 15,418 15,536 15,332 189,851 20.70

Ｙ 読 み 物 6,763 7,711 8,946 11,128 10,522 8,774 8,656 8,307 7,388 8,043 7,754 8,241 102,233 11.14

Ｂ そ の 他 3,857 4,935 5,498 8,858 8,433 5,398 5,808 6,170 4,394 5,005 4,675 4,250 67,281 7.33

23,040 27,230 31,111 38,131 36,487 31,270 30,936 30,579 26,327 28,466 27,965 27,823 359,365 39.17

0 5 0 9 1 33 18 12 3 6 7 6 100 0.01

5,056 5,646 5,930 6,428 5,622 5,971 6,099 5,704 5,686 5,759 6,034 6,388 70,323 7.66

520 758 798 925 907 877 788 633 598 624 715 663 8,806 0.96

5,870 6,472 6,636 7,398 6,551 6,520 6,674 6,038 6,442 6,032 6,247 6,962 77,842 8.49

527 713 813 851 780 656 712 615 556 730 655 764 8,372 0.91

775 775 812 862 675 649 707 635 622 626 687 793 8,618 0.94

12,748 14,369 14,989 16,473 14,536 14,706 14,998 13,637 13,907 13,777 14,345 15,576 174,061 18.97

64,994 73,526 79,531 89,856 83,133 79,166 78,585 73,507 70,864 72,232 74,555 77,446 917,395 100.00

1,118 3,208 3,206 1,418 1,745 4,333 4,324 5,096 1,355 3,780 2,649 769 33,001 3.60

15,943 18,185 19,103 20,935 20,002 18,903 18,962 17,145 17,118 17,093 18,165 19,477 221,031 84.43

2,356 2,522 3,768 4,754 3,924 3,665 3,188 3,000 2,822 2,749 2,756 2,754 38,258 14.61

132 132 241 190 170 288 285 315 156 227 224 135 2,495 0.95

18,431 20,839 23,112 25,879 24,096 22,856 22,435 20,460 20,096 20,069 21,145 22,366 261,784 100.00

605 901 630 690 647 455 395 344 306 332 413 397 6,115

12,209 14,066 13,835 14,471 13,706 14,058 14,366 14,136 13,393 13,784 13,306 13,500 164,830

48,439 57,183 61,822 78,338 84,909 63,659 61,355 57,168 56,352 54,261 59,909 62,896 746,291

2,154 2,848 2,797 3,220 3,192 2,569 2,491 2,169 2,249 2,252 2,573 2,615 31,129

14 5

郷 土 資 料

2 3 合　　計

小　 　　計

小　 　　計

漫 画

雑 誌

合 　　　計

（ 団 体 再 掲 ）

構 成 比
（％）

8 9 10 11 126 7

利
用
者
数

一 般

幼 児 ・ 児 童

団 体

合　　 　計

貸
　
　
　
　
　
　
出
　
　
　
　
　
　
冊
　
　
　
　
　
　
数

紙 芝 居

文 庫 ・ 新 書

視聴覚資料他

小　　 　計

相談件数

新規登録数

予約冊数

入館者数
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(2)　年齢別利用状況

34,222 35,895 35,918 40,915 46,197

122,590 117,734 113,430 118,891 115,857

15,706 13,728 13,782 12,735 11,952

6,261 5,571 5,875 7,107 6,402

10,483 8,700 8,065 7,823 6,820

30,021 26,840 25,231 25,202 23,405

110,985 104,318 104,054 113,144 108,598

119,767 120,330 119,651 134,466 134,253

111,454 103,676 103,784 110,415 101,659

164,789 156,659 166,001 178,128 179,017

77,574 84,351 85,382 89,534 91,726

20,292 19,104 23,599 26,747 26,992

85 336 77 811 833

50,721 49,391 49,187 59,501 63,684

874,950 846,633 854,036 925,419 917,395

6,063 6,114 6,155 6,909 7,947

34,552 32,646 30,186 31,380 30,410

4,622 3,921 3,812 3,661 3,499

2,026 1,922 2,000 2,432 2,186

3,347 3,024 2,667 2,890 2,439

10,062 8,357 8,044 8,521 7,796

27,388 26,583 26,596 28,887 26,856

32,306 32,323 32,313 36,454 37,841

34,582 32,577 32,949 34,397 32,171

50,433 48,737 51,602 55,879 56,314

27,204 28,980 30,098 32,036 32,542

6,657 6,290 7,610 8,901 8,886

44 62 51 241 225

9,312 10,223 10,419 11,909 12,672

248,598 241,759 244,502 264,497 261,784

月
24年度 25年度 26年度

１９～２２歳

２３～２９歳

３０～３９歳

27年度 28年度
内　容

０～６歳

７～１２歳

１３～１５歳

１６～１８歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０～７９歳

８０～８９歳

９０歳以上

９０歳以上

計

０～６歳

７～１２歳

１３～１５歳

１６～１８歳

１９～２２歳

２３～２９歳

３０～３９歳

計

利
　
　
　
用
　
　
　
者
　
　
　
数

貸
　
　
　
出
　
　
　
冊
　
　
　
数

その他（団体等）

その他（団体等）

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０～７９歳

８０～８９歳
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(3)　施設別・年度別の入館者・利用者・貸出冊数（その1）

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

入館者数 (※1) 150,350 151,025 145,297 163,451 165,518

利 用 者 数 64,045 62,836 63,367 67,973 68,280

貸 出 冊 数 237,600 231,556 230,785 252,833 258,838

入 館 者 数 77,872 69,734 69,473 75,542 69,515

利 用 者 数 20,380 19,536 20,552 21,916 21,955

貸 出 冊 数 60,338 56,563 58,920 62,632 60,086

入 館 者 数 184,154 165,403 162,297 155,800 146,286

利 用 者 数 13,248 12,946 12,963 12,730 12,747

貸 出 冊 数 48,465 45,614 46,777 48,431 47,456

入館者数 (※1) 412,376 386,162 377,067 394,793 381,319

利 用 者 数 97,673 95,318 96,882 102,619 102,982

貸 出 冊 数 346,403 333,733 336,482 363,896 366,380

入館者数 (※1) 80,860 71,963 74,375 69,528 65,184

利 用 者 数 22,465 20,559 20,792 20,088 19,380

貸 出 冊 数 74,419 69,359 69,496 64,965 63,167

入館者数 (※1) 63,348 58,459 59,886 56,978 54,642

利 用 者 数 18,624 17,275 17,977 18,012 17,764

貸 出 冊 数 71,270 67,063 68,034 67,193 67,885

入 館 者 数 53,181 49,646 49,866 48,950 46,200

利 用 者 数 21,222 20,436 21,030 21,976 21,164

貸 出 冊 数 84,451 83,480 83,668 86,847 84,503

入 館 者 数 62,083 56,015 57,695 58,338 54,877

利 用 者 数 14,493 14,132 14,265 14,533 14,309

貸 出 冊 数 51,256 48,872 50,517 51,129 50,210

入館者数 (※1) 41,734 38,506 38,938 39,497 37,851

利 用 者 数 13,096 12,642 12,765 12,420 12,187

貸 出 冊 数 51,605 48,103 49,020 48,093 45,993

入 館 者 数 66,171 61,064 61,988 66,140 63,956

利 用 者 数 18,134 18,229 18,401 19,501 19,079

貸 出 冊 数 67,340 68,218 68,571 71,017 69,874

入 館 者 数 6,068 47,384 42,262

松川 学習 セン ター 利 用 者 数 1,299 15,100 14,855

（※2） 貸 出 冊 数 4,477 51,577 51,738

入館者数 (※1) 367,377 335,653 348,816 386,815 364,972

利 用 者 数 108,034 103,273 106,529 121,630 118,738

貸 出 冊 数 400,341 385,095 393,783 440,821 433,370

利 用 者 数 14,065 13,914 11,736 9,860 9,520

貸 出 冊 数 34,974 36,086 31,043 26,055 24,417

入館者数 (※1) 779,753 721,815 725,883 781,608 746,291

利 用 者 数 219,772 212,505 215,147 234,109 231,240

貸 出 冊 数 781,718 754,914 761,308 830,772 824,167

蓬萊 学習 セン ター

清水 学習 セン ター

吾妻 学習 セン ター

飯坂 学習 セン ター

もちずり学習センター

北信 学習 セン ター

移　　動　　図　　書　　館
（ＢＭ）

( 本館・分館、学セ、BM )
小　　　　計

本
　
　
館
　
　
・
　
　
分
　
　
館

学
　
　
　
習
　
　
　
セ
　
　
　
ン
　
　
　
タ
　
　
　
ー

施　設　区　分　（名）

本 館

西 口 ラ イ ブ ラ リ ー

子どもラ イ ブラ リー

小　  　　計

小　 　 　計
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(4)　施設別・年度別の入館者・利用者・貸出冊数（その2）

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

利 用 者 数 2,274 2,240 2,334 2,547 2,385

貸 出 冊 数 7,262 6,848 6,948 7,326 6,912

利 用 者 数 1,796 1,595 1,699 1,967 1,867

貸 出 冊 数 5,087 4,553 4,726 5,569 5,276

利 用 者 数 1,910 2,076 2,390 2,648 2,689

貸 出 冊 数 6,613 6,408 8,242 9,157 8,823

利 用 者 数 2,374 2,337 2,413 2,836 2,740

貸 出 冊 数 9,468 8,356 8,130 9,606 8,932

利 用 者 数 2,546 2,353 2,527 2,607 2,423

貸 出 冊 数 8,363 8,370 8,731 8,774 7,895

利 用 者 数 5,949 6,009 6,139 6,734 6,779

貸 出 冊 数 18,343 18,733 18,657 20,374 20,715

松　　　　　　　　川 利 用 者 数 2,437 2,402 2,063

（※２） 貸 出 冊 数 6,960 6,590 5,633

利 用 者 数 3,607 4,009 4,132 4,258 4,504

貸 出 冊 数 13,643 14,174 15,504 15,336 15,849

利 用 者 数 3,919 4,155 4,247 5,449 5,779

貸 出 冊 数 11,874 11,432 11,874 13,628 14,244

利 用 者 数 2,014 2,078 1,411 1,342 1,378

貸 出 冊 数 5,619 6,255 4,283 4,877 4,582

利 用 者 数 28,826 29,254 29,355 30,388 30,544

貸 出 冊 数 93,232 91,719 92,728 94,647 93,228

入館者数 (※1) 779,753 721,815 725,883 781,608 746,291

利 用 者 数 248,598 241,759 244,502 264,497 261,784

貸 出 冊 数 874,950 846,633 854,036 925,419 917,395

:  学習センター（旧公民館）図書室の入館者数は、統計データがありません。

: 学習センター図書室（松川学習センター）欄の平成26年度入館者数データは、平成27年2月27日改築以降の数値です。

また、平成26年度利用者数、貸出冊数データは、平成26年4月から平成27年2月14日までを学習センター（旧公民館）

図書室（松川）欄に記載し、平成27年2月27日以降を学習センター図書室（松川学習センター欄）に記載しております。

※2

吾 妻 分 館

信 夫

学
　
　
習
　
　
セ
　
　
ン
　
　
タ
　
　
ー
　
　
・
　
　
分
　
　
館

吉 井 田

施　設　区　分　（名）

※1

信 陵

西

小　　　　計

合　　　　計

三 河 台

渡 利

杉 妻

飯 野
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(5)　分野別・年度別の貸出冊数

本 館 112,561 107,478 106,430 112,531 111,226 98.84

西 口 ラ イ ブ ラ リ ー 39,815 37,908 39,052 42,145 38,992 92.52

子 ど も ラ イ ブ ラ リ ー 3,324 4,020 4,277 4,316 4,051 93.86

学習センター図書室 182,911 174,502 179,847 198,767 189,407 95.29

旧 公 民 館 図 書 室 38,556 37,715 37,262 39,045 37,108 95.04

移 動 図 書 館 6,333 6,131 4,614 3,820 3,185 83.38

小　　　　計 383,500 367,754 371,482 400,624 383,969 95.84

本 館 67,088 66,728 68,167 83,498 91,760 109.90

西 口 ラ イ ブ ラ リ ー 1,308 1,386 1,566 1,613 1,856 115.07

子 ど も ラ イ ブ ラ リ ー 40,594 37,309 38,014 40,151 39,778 99.07

学習センター図書室 143,367 138,505 139,562 161,937 164,797 101.77

旧 公 民 館 図 書 室 41,174 39,953 40,124 40,119 40,426 100.77

移 動 図 書 館 27,716 29,016 25,754 21,555 20,748 96.26

小　　　　計 321,247 312,897 313,187 348,873 359,365 103.01

本 館 57,951 57,350 56,188 56,804 55,852 98.32

西 口 ラ イ ブ ラ リ ー 19,215 17,269 18,302 18,874 19,238 101.93

子 ど も ラ イ ブ ラ リ ー 4,547 4,285 4,486 3,964 3,627 91.50

学習センター図書室 74,063 72,088 74,374 80,117 79,166 98.81

旧 公 民 館 図 書 室 13,502 14,051 15,342 15,483 15,694 101.36

移 動 図 書 館 925 939 675 680 484 71.18

小　　　　計 170,203 165,982 169,367 175,922 174,061 98.94

本 館 237,600 231,556 230,785 252,833 258,838 102.38

西 口 ラ イ ブ ラ リ ー 60,338 56,563 58,920 62,632 60,086 95.94

子 ど も ラ イ ブ ラ リ ー 48,465 45,614 46,777 48,431 47,456 97.99

学習センター図書室 400,341 385,095 393,783 440,821 433,370 98.31

旧 公 民 館 図 書 室 93,232 91,719 92,728 94,647 93,228 98.50

移 動 図 書 館 34,974 36,086 31,043 26,055 24,417 93.71

小　　　　計 874,950 846,633 854,036 925,419 917,395 99.13

28年度24年度 25年度 26年度
年　度

一
　
　
般
　
　
書

児
　
　
童
　
　
書

そ
　
　
の
　
　
他

合
　
　
　
　
　
計

27年度
前年対比
増減比(%)内容　施設
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13.　図書館サービス指数

人 口 1 人 当 り の 貸 出 冊 数

貸 出 冊 数 人 口

登 録 者 数

人 口

実質貸出密度〔登録者 貸 出 冊 数

1人当りの貸出冊数〕 登 録 者 数

人 口 1 人 当 り の 年間増加冊数

年 間 増 加 冊 数 人 口

人 口 1 人 当 り の 蔵 書 冊 数

蔵 書 冊 数 人 口

図 書 館 費

総 貸 出 数
（映像資料含む）

貸 出 冊 数

蔵 書 冊 数

職 員 1 人 当 り の 総 貸 出 数 17,330 16,742 16,900 15,546 15,401

貸 出 数 職 員 数 (21,043) (20,330) (20,521) (19,433) (19,251)

　　（　）＝臨時職員を除く

874,950 846,633 854,036 925,419 917,395

878,916 883,267 901,067 910,241 920,397

△ 904 4,351 17,800 9,174 10,156

883,824 853,858 861,893 932,765 924,032

282,139 281,767 281,823 281,455 292,400

55,704 52,510 49,824 48,900 48,412

279,124,752 279,689,737 326,286,059 333,912,868 317,564,067

51 51 51 60 60

343.67

1.00

28年度

28年度

3.14

16.56

18.95

0.03

3.15

貸 出 コ ス ト （ 円 ）

図 書 の 回 転 率

登 録 率

3.29

24年度 25年度 26年度 27年度

3.10 3.00 3.03

18.92

19.74 18.61 17.68 17.37

15.71 16.12 17.14

3.23

0.00 0.02 0.06 0.03

3.12 3.13 3.20

1.02

315.81 327.56 378.57 357.98

年　度

24年度 25年度

区　分

区　分
27年度

年　度
26年度

1.00 0.96 0.95

※各年度4月1日現在の人口

貸 出 冊 数

蔵 書 冊 数

年 間 増 加 冊 数

総 貸 出 数 （ 映 像 資 料 含 む ）

人 口 （ ※ ）

登 録 者 （ 個 人 ）

図 書 館 費 （ 決 算 額 ： 円 ）

職 員 数
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14.　貸出文庫名簿

№ 代　表　者　名 備　　　　　考

1 橋 本 洋 子 福島市蓬萊町

2 木 村 珪 子 福島市蓬萊町

3 永 島 絹 子 福島市笹木野

4 佐 藤 悦 子 福島市佐原

5 糸 井 桂 子 福島市鎌田

15.　寄贈図書文庫

開　設　年

56冊。

綱沢利平氏（弁護士）が所持していた蔵書。

渡辺到源氏所蔵の資料、約2,300冊。

平 成 7 年

菅野廣氏の蔵書、約4,000冊。

昭 和 62 年

菅野宏氏（福大名誉教授）所蔵の万葉集関係資料が中心、

福島の芸術・文化を担った人で、美術書・歴史書・文学書等

綱 沢 文 庫

参　　　　考　　　　事　　　　項文　庫　名

ぬ く 森 文 庫

渡 辺 文 庫

が中心。

昭 和 62 年

団　　　体　　　名

蓬 萊 み ど り 文 庫

ゆ き の し た 文 庫

そ よ か ぜ 文 庫

さ ば ら 文 庫

書を中心に、約6,400冊の資料群。

昭和20年代後半から40年代にかけての判例集や法律関係

農業関係資料が中心で他に文芸書など270冊余。
新 開 文 庫 平 成 7 年

菅 野 文 庫 昭 和 63 年

新開眞一氏所蔵のものを夫人ゆり子氏より寄贈。

昭和40年代から50年代にかけての人文・社会科学から文学

にわたるまで、全集や叢書などが中心。

菅野宏文庫

「万葉集全注釋」など万葉集を学ぶ資料が多い。
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16.　条例・規則等

（1)　福島市立図書館条例

改正　平成26年12月26日条例第42号

（設　置）

福島市立図書館（以下「図書館」という。）を設置する。

（位　置）

図書館は、福島市松木町１番１号に置く。

（分　館）

図書館に次のとおり分館を置く。

福島市三河南町1番20号

福島市早稲町1番1号

（事　業）

図書館は、次に掲げる事業を行う。

収集、整理及び保存に関すること。

図書館資料の利用等に関すること。

移動図書館に関すること。

室との連携に関すること。

前各号に掲げるもののほか、図書館設置の目的を達成するために必要な事業

（開館時間）

２　前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、開館時間若しく

は休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

（4） 福島市学習センター条例（平成16年条例第31号）に規定する学習センターの図書

（5）

第 5条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

福島市子どもライブラリー

第 4条

（1） 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料（以下「図書館資料」という。）の

（2）

（3）

第118号。以下「法」という。）第10条の規定に基づき、市民の教育と文化の振興を図るため、

第 2条

第 3条

名　　　　称 位　　　　　　　　　置

福島市西口ライブラリー

（
昭和59年12月25日

）
条 例 第 45 号

第 1条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条第1項及び図書館法（昭和25年法律

　日が福島市公立学校管理規則（昭和５４年教育委員

　会規則第１号）第１２条の２に規定する休業日に当たる

　ときは、開館することができる。

２　特別整理期間として教育委員会が別に定める日

子どもライブラリー

西口ライブラリー
日曜日及び休日

午前９時３０分から

午後６時まで

月曜日及び水曜日から土曜日まで
日曜日及び休日

午前９時３０分から
午後７時まで

１　火曜日（火曜日が休日に当たるときは、その日後に

　おいてその日に最も近い休日でない日）。ただし、その

福島市

月曜日及び水曜日から土曜日まで
午前９時３０分から 　これらの日の前日）

福島市 午後７時まで ４　特別整理期間として、教育委員会が別に定める日

午前９時３０分から
午後５時３０分まで

２　１２月２９日から翌年１月３日まで

する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日をいう。以下この表 ３　館内整理日（毎月月末。ただし、その日が前２号に

において同じ。） 　掲げる日、日曜日、土曜日及び休日に当たるときは、

区分 開館時間 休館日

図書館

月曜日及び水曜日から土曜日まで
午前９時３０分から １　火曜日（火曜日が休日に当たるときは、その日後に

午後７時まで 　おいてその日に最も近い休日でない日）

日曜日及び休日（国民の祝日に関

- 39 -



（入館の制限）

止し、又は退館させることができる。

公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

施設及び備付物品を滅失し、又は毀損するおそれがあるとき。

その他管理運営上支障があるとき。

（賠償責任）

が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

（協議会）

という。）を置く。

2 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

3

学識経験のある者の中から委嘱する。

4

期者の残任期間とする。

（委　任）

この条例は、平成17年9月29日から施行する。

（施行期日）

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

（経過措置）

2

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

故意又は過失により施設及び備付物品を滅失し、又は毀損した者は、市長の指示す

るところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長

みなされる委員の任期は、改正後の条例第9条第4項の規定にかかわらず、同日における従

書館協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものと

の協議会の委員」という。）は、この条例の施行の日にこの条例による改正後の福島市立図書

この条例に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定

 附　則

第 8 条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に福島市立図書館協議会（以下「協議会」

（3）

委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任

める。

定により福島市立図書館協議会の委員として委嘱されている者（以下この項において「従前

前の協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

館条例（以下この項において「改正後の条例」という。）第9条第3項の規定により福島市立図

第 6 条 教育委員会は、入館者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、入館を禁

第 7 条

（2）

 附　則

 附　則

委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに

この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福島市立図書館条例第9条第1項の規

第 9 条

（1）
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（2)　福島市立図書館条例施行規則

改正　平成26年3月31日教委規則第3号

（趣　旨）

施行について、必要な事項を定めるものとする。

（館外利用対象者）

福島市、伊達市及び伊達郡に居住し、又は福島市内に勤務し、若しくは在学する者

福島市内に事務所を有する団体

その他特に認めた者

（館外利用の手続）

貸出券（以下「貸出券」という。）の交付を受けなければならない。

2

効期間満了前1年以内に、更新の手続きをしなければならない。

3

ければならない。

4

対しては、登録を取り消すものとする。

（資料貸出数及び期間）

が必要と認めるときは、この限りではない。

① 図書貸出数は、10冊以内とする。

② 貸出期間は、14日以内とする。

③ 移動図書館の貸出期間は、次の巡回日までとする。

2 団体に対する図書の貸出及び図書以外の資料の貸出は、館長が別に定める。

（貸出しの禁止）

資料の貸出しを禁止することができる。

（貸出券の紛失）

貸出券を紛失した者は、その旨を直ちに館長へ届け出なければならない。

2

紛失した者に帰するものとする。

（移動図書館）

移動図書館については、館長が別に定める。

（図書館資料の複写）

めに応じて行うものとする。

2 前項の複写希望者は、複写申込書（様式第2号）を館長に提出しなければならない。

3

第 2 条 館外で図書館資料を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当し、館長が認めた

ものとする。

（
昭和60年3月23日

）
教 委 規 則 第 3 号

第１条 この規則は、福島市立図書館条例（昭和59年条例第45号。以下「条例」という。）の

第 6 条

前項の届出がなされず、貸出券が他人によって使用され損害が生じた場合、その責は、

第 7 条

第 8 条 図書館資料の複写は、館長が複写を希望する者（以下「複写希望者」という。）の求

館長は、著作権法（昭和４５年法律第４８号）に抵触するおそれがあると認めるときその他資

登録に係る事項について、異動を生じたときは、利用者は直ちにその旨を館長に届けな

虚偽の登録を行い、又は貸出券を他人に譲渡し、若しくは転貸する等の行為をした者に

第 4 条 館外で利用する図書館資料の貸出数及び期間は、次のとおりとする。ただし、館長

第 5 条 館長は、貸出期間を過ぎても図書館資料を返納しない者に対して、一定期間図書館

（1）

（2）

（3）

第 3 条 図書館資料を利用する者は、図書貸出券交付申請書（様式1号）により登録し、図書

登録の有効期間は、登録の日から起算して四年とし、登録の更新をしようとする者は、有
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できる。

4

ならない。

（寄　贈）

図書館に寄贈された物件の管理は、図書館資料に準ずる。

（協議会）

第10条

び副委員長を置く。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

ができる。

（協議会の会議）

第11条 協議会の会議は、定例会及び臨時会とし、館長が召集する。

2 定例会は、年3回開催する。

3 臨時会は、館長が必要と認めたとき招集する。

（委　任）

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

 附　則

この規則は、平成17年9月29日から施行する。

 附　則

この規則は、平成24年2月27日から施行する。

 附　則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

料の状態等により複写が不適当と認めたときは、当該図書館資料の複写の制限をすることが

第1項の複写希望者は、実費の範囲内において当該複写に要する費用を負担しなければ

第 9 条

条例第9条に規定する福島市立図書館協議会（以下「協議会」という。）に委員長及

資料の状態等により複写が不適当と認めたときは、当該図書館資料の複写の制限をすること

- 42 -



（3)　福島市立図書館協議会運営要綱

（目　的）

策について調査審議する。

（組　織）

図書館協議会は、委員10人以内とする。

（委　員）

委員は、次の区分により教育委員会が委嘱する。

学校教育関係

小学校長会、中学校長会、学校図書館研究会及び私立学校の図書館関係者

社会教育関係

社会教育委員の会議、学習センター運営審議会及び小中学校ＰＴＡ連合会の委員

家庭教育関係

家庭教育の向上に資する活動を行う者

学識経験者

利用者代表及び専門知識を有する者

（任　期）

前任者の残任期間とする。

（委員長）

図書館協議会に委員長・副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会議の議長となり会務を総理する。

3 委員長が事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

（協議会）

図書館協議会は館長が招集する。

2 定例会は年3回、臨時会は館長が必要と認めたとき招集する。

3

議する。

（事務局）

図書館協議会の事務局は、福島市立図書館に置く。

（その他）

議会において定める。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

 附　則

図書館協議会は館長の諮問に応じ、図書館の運営に関する基本的事項について調査審

第 7 条

第 8 条 この要綱に定めるもののほか、図書館協議会の運営に関し必要な事項は、図書館協

 附　則

 附　則

（3）

（4）

第 4 条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、

第 5 条

第 6 条

第 1 条 図書館の現状を見直し、今後における望ましい図書館のあり方、およびその振興方

第 2 条

第 3 条

（1）

（2）
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（4)　福島市立図書館団体貸出要綱

（趣　旨）

めるものとする。

（目　的）

読書活動の育成・助長を図るため、各種団体へ図書の貸出しを行うものとする。

（貸出対象団体）

貸出対象団体（以下「団体」という。）は、原則として次のとおりとする。

会員10名以上を有する団体であること。

会員40名以上を有する文庫であること。

会員5名以上を有する読書会であること。

（団体利用の手続）

した団体は、除くものとする。

2

のとする。

3

券」を添付し申請するものとする。

4

体に対しては、登録を取り消すものとする。

（貸出申込）

貸出しを受けようとする団体は、「図書貸出券」を提示し申し込むものとする。

（貸出冊数）

団体への貸出冊数は、次のとおりとする。

団体は、200冊以内とする。

文庫は、500冊以内とする。

読書会は、1タイトルにつき5冊以内とする。

（貸出期間）

団体への貸出期間は、次のとおりとする。

団体並びに読書会は、4週間とする。

間を別に定めることができる。

（貸出図書）

貸出する図書の所属は、原則として次のとおりとする。

団体への貸出図書は、本館用図書とする。

文庫への貸出図書は、移動図書館用図書とする。

読書会への貸出図書は、読書会用図書とする。

（貸出図書の搬出入）

貸出図書の搬出入については、次のとおりとする。

団体並びに読書会は、各自が行うものとする。

文庫については、図書館が援助するものとする。

（3）

（1）

（1）

（2）

（3）

第 4条

第 5条

第 6条

第 8条

（2）

第 9条

（1）

（2）

この要綱は、福島市立図書館条例施行規則第4条第2項に基づき、必要な事項を定

第 2条

第 3条

（1）

（2）

（2）

第 1条

文庫は、6箇月とする。ただし、館長が必要と認めるときは、年2回更新を条件に貸出期

（3）

貸出しを希望する団体は、毎年、6月末日までに、「団体登録申請書」により登録し、

図書貸出券の交付を受けるものとする。ただし、当該年の4月1日から6月末日まで新規登録

登録に係る事項について、異動が生じたときは、団体は速やかにその旨を館長に届けるも

団体を廃止するときは、「団体廃止申請書」に所定の事項を記入し、団体用「図書貸出

虚偽の登録を行ない、又は、貸出券を他人に譲渡し、若しくは転貸する等の行為をした団

（1）

第 7条
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文庫については、図書館が援助するものとする。

（その他）

この要綱に定めのないものについては、館長が定める。

この要綱は、平成12年12月1日から施行する。

（5)　福島市立図書館「16ミリ映写機」貸出要綱

める。

のため利用する場合に限り貸し付けるものとする。

貸付料は無料とする。ただし往復の運搬は慎重かつ安全に借受者が行うものとする。

借受者は、映写機を使用して営利行為を行ってはならない。

借受者は、映写機操作技術を有する者に操作をさせること。

映写機の使用期間は、次のとおり定める。

使用期間は3日間（運搬期間を除く）以内とし返納期日を厳守すること。

貸出申請書は、使用日の5日前までに提出すること。

映写機返納の際、映写ランプ・モーター等に異常がないかどうか点検すること。

従わなければならない。

しを停止することができる。

（6)　福島市立図書館「16ミリフィルム」貸出要綱

とおり定める。

のため利用する場合に限り貸し付けるものとする。

貸付料は無料とする。ただし往復の運搬は借受者が行うものとする。

借受者は、フィルムを使用して営利行為を行ってはならない。

フィルムを借受けようとする者は「貸出申請書」を図書館長に提出しなければならない。

借受者はフィルムの返納と同時に「上映報告書」を図書館長に提出しなければならない。

フィルムの使用期間は、次のとおり定める。

使用期間は3日間（運搬期間を除く）以内とし返納期日を厳守すること。

貸出申請書は、使用日の5日前までに提出すること。

フィルムの返納の際、リールの巻違い、ケースの入れ違いのないよう点検すること。

6.

（1）

（2）

7.

8. 借受けたフィルムが紛失もしくは破損したときは、すみやかに館長に報告し、館長の指示

2.

1.

3.

フィルムは市内教育機関および社会教育関係団体等が、教育およびレクリエーション目的

4.

5.

7.

1.

8.

（1）

5.

（2）

 附　則

市立図書館備付の機材16ミリ映写機（以下「映写機」という。）の貸出について、次のとおり定

映写機を借受けようとする者は、「映写機貸出申請書」を図書館長に提出しなければなら

第 10条

借受けた映写機が紛失もしくは、故障したときはすみやかに館長に報告し館長の指示に

3.

4.

2.

市立図書館備付の機材16ミリ映画フィルム（以下「フィルム」という。）の利用について、次の

映写機は市内教育機関および社会教育関係団体等が、教育およびレクリエーション目的

館長は損害の程度に応じ弁償させることができる。悪質なる借受者に対しては以後の貸出

ない。

（2）

6.
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に従わなければならない。

出しを停止することができる。

（7)　福島市立図書館資料収集方針

基　本　方　針

る。

本館は、市立図書館としての性格上特に次の資料の収集に重点をおく。

① 基本的諸資料

② 文学・実用書・児童書等に重点をおく。

③ 行政資料・東北地方を含む郷土関係諸資料

本館の資料の実情及び市民の利用動向を勘案し諸資料の適正化を図る。

本館資料選定基準

に収集する。

等は原則として収集しないが、寄贈資料の場合は、資料価値を吟味のうえ収集する。

各分野の古典的名著は、極力収集する。

実用書は、資料価値を吟味のうえ多面的に収集する。

時事的なものは、社会情勢に対応し積極的に収集する。

考慮する。

文学作品は、内外の著名な作家の作品をできるだけ収集する。

の性格から部分的に郷土を含む資料（例・日本地図）は、この限りではない。

あると思われるものは努めて収集する。

教養・レクリエーションに必要な諸資料は、利用の動向などを勘案し収集する。

学習参考書は、原則として収集しない。

思われる資料について積極的に収集する。

誌）は努めて収集する。

利用頻度の多いと思われる資料は、複本を収集することができる。

希望図書は、できるだけ収集するよう努める。

移動図書館資料選定基準

広く利用者の開拓・読書普及の観点から、比較的読み易いものを中心に収集する。

14）

15）

1）

新刊書を重視し、内外の各種受賞資料・各種団体の選定資料推せん資料・ベストセラー2）

10）

11）

12） 幼児及び小・中学生向け資料（児童書）は、人格形成の基礎となる情操教育上必要と

13）

3）

5）

6）

逐次刊行物は、資料価値を勘案して収集する。ただし郷土関係逐次刊行物（新聞・雑

利用頻度の少ないと思われるものでも、資料価値が高く市立図書館として保存の必要が

各種の賞を受賞したものは、できるだけ収集する。ただし特殊な主題のものは、別途に

広く利用者の開拓、読書普及の観点から新刊書を重視し、比較的読み易いものを中心

本館は図書館法の精神に則り、本市の特殊性を考慮し、市民の教育と文化の発展に寄

各分野の基本的資料（事典・辞典・便覧・白書・年鑑・図鑑・年表・統計・法令・行政資

与するため、図書資料及び視聴覚資料（以下「資料」という。）を公平に自由に選択収集す

料・書誌・入門書・概説書・全集等）を収集する。ただし、特殊な分野の専門書及び研究書

行政資料・郷土資料・郷土出版物及び県人の著作は、原則として収集する。ただし資料

館長は損害の程度に応じ弁償させることができる。悪質なる借受者に対しては以後の貸

4）

1）

7）

9）

8）

2）

3）

1）

2）
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等は内容を検討のうえできるだけ収集する。

一般教養的郷土資料は、できるだけ収集する。

児童図書は、人間形成の観点から情操教育上必要と思われる資料を積極的に収集する。

利用頻度の多いと思われる資料は、複本を収集することができる。

希望図書は、できるだけ収集するよう努める。

選定上の留意事項

ながら、次の事項に留意する。

できるかぎり新しい資料であること。

好み、主観を排除すること。

理解しやすいものであること。

信頼し得る資料であること。

宣伝や流行に惑わされないこと。

般分野を中心に収集すること。

ること。

類書は、比較検討のうえ収集すること。

利用度が高く且つ生命の長い資料及び郷土資料は複本を備えること。

専門家等の意見を参考に、その資料的価値を検討しながら慎重に収集すること。

図鑑・地図・美術書等図版の多い資料は、とくに印刷の仕上がりを考慮すること。

速やかに収集すること。

利用者の意向を正しく選択に反映させるようにすること。

視聴覚資料選定基準

フィルム・レコードで、広く市民の教養文化の向上に資するものは極力収集すること。

郷土の理解に役立つものは、保存用も含め収集する。

保存的資料として価値の高いものは、努めて収集する。

を収集する。

収集することができる。

10）

資料の選定に当たっては、収集方針に基づき、利用者の読書傾向及び出版動向を把握し

人文・社会科学・自然科学・工学関係の分野は、極めて特殊なものを除き、基本及び一

参考図書は、できるだけ索引・参考文献・年譜等が掲載されている資料を中心に収集す

性・法医学・刑事犯罪の記録・劇薬・毒薬・火薬・賭博的娯楽等に関する資料は、特に

1）

5）

3）

7）

2）

3）

4）

6）

5）

福島県視聴覚ライブラリー等との機能分担に配慮し、その補完的機能を果たし得る資料

館長が特に必要があると認められる資料は、図書館協議会に諮問し、その意向を聞いて

11）

12）

4）

5）

6）

8）

9）

蔵書の診断を行い必要にして不足している基礎的な資料は、計画的に且つできるだけ

13）

1）

2）

3）

4）

- 47 -



（8）　福島市立図書館資料選定委員会設置要綱
平成6年7月1日)

（目　的）

贈受付要綱」並びに「福島市立図書館資料廃棄基準」に基づき行うことを目的とする。

（組　織）

選定委員会の委員は、図書館の専門職員（司書）により構成し、次のとおり組織する。

1 名

1 名

若干名

2 委員長・副委員長の選出は、委員の互選によるものとする。

（職　務）

委員長は、会を代表し会務を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代理する。

3 委員は、会の目的達成のため委員長、副委員長に積極的に協力する。

（任　期）

任期は前任者の残任期間とする。

（会　議）

委員会は、定例委員会と臨時委員会とする。

2 定例委員会は、委員長が議長となり原則として週1回開催する。

3 臨時委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

4 委員会は、必要に応じて館長の意見を求めることができる。

（専門家等の意見）

聞くことができる。

（選定等の決定）

委員会の選定等の結果は、館長がこれを決定する。

（専門部会）

選定委員会の選定等を円滑に進めるため、次の専門部会を置くものとする。

「 」 専門部会

「 」 専門部会 （ ）

「 」 専門部会 （ 4～7分類担当 ）

「 」 専門部会 （ 8～9分類担当 ）

「 」 専門部会

2 各専門部会の代表（1～2名）は、選定委員会の委員となる。

3

に報告しなければならない。

委員会は必要に応じて、福島県立図書館等の機関や各分野の専門家からの意見を

第 4条

副委員長

（以下「選定等」という。）を、「福島市立図書館資料収集方針」及び「福島市立図書館図書寄

（1）

（3）

委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合はこれを補充し、後任委員の

第 5条

第 8条

第 6条

第 7条

（2）

（1）

（3）

(改正：

（2）

福島市立図書館におけるすべての資料の、収集・保管・保存・廃棄にかかわる選定

第 2条

第 1条

第 3条

委 員 長

委 員

各専門部会は、担当する部会に所属する資料の選定等を行い、その結果を選定委員会

（4）

（5）

児 童 書

一般書 (Ａ )

視 聴 覚

一般書 (Ｃ )

一般書 (Ｂ )

0～3分類担当
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（9）　福島市立図書館図書寄贈受付要綱

（主　旨）

け、図書館の図書と同様に取り扱い、広く市民の利用に供する。

（寄贈を受ける図書）

寄贈を受ける図書は、次のとおりとする。

① 郷土資料

②

受け入れる。ただし、「福島市立図書館資料廃棄基準」第2条第1項に定める資料は除く。

（「図書寄贈申込書」の提出）

書寄贈申込書」を提出させなければならない。ただし、郵送による場合はこの限りでない。

（受理・不受理の決定等）

しての保存の必要があると思われるものは、各分野の専門家の意見を参考に受理を決定する。

2 受理・不受理の決定する期間は、寄贈図書搬入後、2ヶ月以内とする。

3

するとした寄贈図書は、登録をせずに閉架に1年間保存する。

（礼　状）

式は別に定める。

（寄贈図書受理後の取扱）

に供する。

（寄贈図書の廃棄処分）

の専門家の意見を参考とし、廃棄を決定する。

第 5条

第 6条

第 4条 図書寄贈申込書による寄贈図書の受理・不受理の決定は、福島市立図書館資料選

資料内容の新旧にかかわらず、各分野の基礎的又は歴史的価値を有するもの等は特に

第 3条

平成 6 年 7 月 1 日 )

平成 10年 4月 1日 )

(改正：

(改正：

定委員会が行う。特に、利用頻度が少ないと思われるものでも、資料価値が高く市立図書館と

郵送による場合は全て受理し、福島市立図書館資料選定委員会が第2条ただし書に該当

館資料廃棄幾基準」第4条の適用除外に該当する資料で、廃棄処分対象の場合は、各分野

第 1条 寄贈図書は「福島市立図書館資料収集方針」に準じた内容の図書を原則として受

第 2条

福島市立図書館は、図書寄贈申出があった場合、寄贈者から（様式－1）により、「図

立図書館資料廃棄基準」に基づき行ない、館長がこれを決定する。ただし、「福島市立図書

図書寄贈者には、寄贈図書受理決定後速やかに礼状を送付する。なお、礼状の様

寄贈を受けた図書を処分する場合は、福島市立図書館資料選定委員会が「福島市

寄贈を受けた図書は、図書納入仕様書に基づき図書装備をし、登録後、市民の閲覧

第 7条

- 49 -



（様式－1）

平成　　　年　　　月　　　日

福島市立図書館長　様

寄　贈　者

住　所

氏　名

（電話　　　　－　　　　－　　　　）

下記資料について、福島市立図書館でご利用いただきたく、寄贈いたします。

（欄が足りない場合は、別紙で記入下さい）

◎寄贈図書不受理の場合、次のいずれかに、○印をお願いします。

寄贈図書の取り扱いすべてを、貴図書館に一任します。

不受理の際は、寄贈者に返却願います。

出 版 期 日 そ の 他

図 書 寄 贈 申 込 書

〔図書館からのお願い〕

1.

2.

図 書 名 著 者 名
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（10）　福島市立図書館資料廃棄基準

（目　的）

用価値の高い資料の充実を図ることを目的とする。

（図書館資料の廃棄）

図書館資料（以下「資料」という。）の廃棄は、次のとおりとする。

不用資料

ア 破損、汚損が著しく、補修が困難なもの

イ 複本、類本があって利用頻度の低いもの

ウ

エ

おける当該既存資料

亡失資料

ア 3年以上続けて所在が不明なもの

イ 貸出時から3年以上経過し、回収が不能なもの

ウ 災害などの事故により亡失したもの

エ 利用者が紛失した資料

数量更正

ア 合冊、または分冊によるもの

（新聞・雑誌の破棄 ）

とし、3単位年とする。

次に掲げる資料は、廃棄基準より除外することができる。

ア 郷土資料

イ

書・歴史的価値を有するもの

ウ 類書がないか又は極端に少ない分野のもの

エ 品切、絶版等により再び収集することが困難で、かつ資料的価値の高いもの

（廃棄の決定）

に基づき選定し、館長がこれを決定する。

（廃棄の事務手続）

廃棄は次の手続によっておこなう。

ア 第3条を除き、財務規則による手続をする。

イ 図書マスターの削除

この基準は、昭和63年7月18日から施行する。

この基準は、平成6年7月1日から施行する。

 附　則

（3）

第 6条

 附　則

第 3条 雑誌の保存期間は、1月号から12月号を1年単位年とし、種別により2～5単位年とす

る。ただし、別表の雑誌については例外とする。新聞の保存期間は、1月から12月を1単位年

第 5条 廃棄資料は、福島市立図書館資料選定委員会が「福島市立図書館資料廃棄基準」

第 4条

資料内容の新旧にかかわらず、各分野の基礎的又は特殊な分野の専門書及び研究

増補、改訂等によって、既存資料の内容を含むより完全な資料が入手された場合

（2）

第 1条 この基準は、福島市立図書館における図書館資料について、限られた収蔵スペース

第 2条

の有効活用と市民サービスの向上を図る観点から廃棄の基準を定め、蔵書の鮮度を保持し利

（1）

実用書等において、時間の経過によって内容が古くなり資料的価値がなくなったもの
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別　表

保管するかが決定された後、福島市立図書館が保管する雑誌）

（11）　福島市立図書館資料紛失における弁済要綱

する。

（ 図書紛失 ）

図書館資料紛失状況の確認をする。

（ 弁済免除 ）

1 ） 災害等による図書館資料紛失の場合には、弁済を免除する。

2 ） 弁済を免除した場合には、顚末書を提出させる。

（ 紛失資料の処理 ）

紛失図書処理確認書に記入する。

（ 弁済図書 ）

1 ） 図書館資料弁済は、現物と同等の本をもって弁済する。

2 ） 同等本が調達できない場合は、紛失本に相当する本をもって弁済する。

3 ）

は、弁済者に代本の領収書を送付する。

（ 図書利用 ）

弁済図書を受け入れてから、2週間後に図書装備をし書架に配架する。

（12）　図書貸出券の様式に関する要綱

ように定める。

（県立図書館が、雑誌の保管する基準を定め、県内の公共図書館のどの館が何の雑誌を

弁済者より代本の購入依頼された場合には、図書館が行うことができる。その場合に

福島市立図書館条例施行規則第3条第1項により交付する図書貸出券の様式について次の

図書館資料を紛失した利用者には福島市立図書館条例7条に基づき、次の方法により対処

（表） （裏）
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1 この要綱は、平成17年7月23日から施行する。

2

付を受けた図書貸出券とみなす。

（13）　福島市子ども読書活動推進会議設置要綱

（目　的）

つ計画的な推進を図る。

（所掌事務）

を行い、それに対する意見等を述べるものとする。

（組　織 ）

市立図書館協議会」（以下「図書館協議会」という。）委員をもって組織する。

（推進会議）

推進会議は、図書館協議会の開催に合わせ必要に応じて開催する。

2 会議の意見、内容等は、推進計画及び実施計画に反映するものとする。

（事務局）

推進会議の事務局は、福島市立図書館内に置く。

（その他）

立図書館協議会運営要綱を準用する。

この要綱は、平成19年8月9日から施行する。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

 附　則

 附　則

を受けた図書貸出券については、要綱施行後の図書貸出券の様式に関する要綱により交

この要綱施行の際、現に福島市立図書館条例施行規則第3条第1項の規定により交付

第 1条 福島市子ども読書活動推進計画（以下「推進計画」という。）を効果的に推進するた

め、「福島市子ども読書活動推進会議」（以下「推進会議」という。）を設置し、計画の総合的か

第 2条

第 5条

第 6条

 附　則

推進会議は、市が提示する推進計画の推進状況の確認、広報・啓発、連携の検討等

この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項については福島市

第 3条 推進会議は、学校教育、社会教育、家庭教育及び学識経験者等で構成される「福島

第 4条
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（14）福島市子ども読書活動推進計画庁内策定委員会設置要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき、福島市子ども読書活動推進計画

の策定及びその施策の効果的な推進を図るため、福島市子ども読書活動推進計画庁内策定委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は次に掲げる事項を所掌する。 

（１）子ども読書活動推進計画の策定に関すること。 

（２）子ども読書活動推進事業の推進に関すること。 

（３）福島市子ども読書活動推進会議への諮問に関すること。 

（４）子ども読書活動推進実施計画の進行管理に関すること。 

（５）子ども読書活動推進計画の実績報告及び評価・検証に関すること。 

（６）その他子ども読書活動推進に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長には副市長を、副委員長は教育長をもって充てる。 

３ 委員は、別表１に掲げる職にある者をもって充てる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、委員会を統括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 

２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。 

３ 委員長が必要と認めるときは、会議に幹事長、副幹事長及び関係職員の出席を求め、その意見を聴き、

又は説明を求めることができる。 

（幹事会） 

第６条 委員会の意見集約を補佐するために幹事会を置き、幹事長には教育部次長をもって充て、副幹事

長には図書館長をもって充てる。 

２ 幹事会は、別表２に掲げる職にある者をもって組織する。 

３ 幹事会は、幹事長が招集し、会務を総理する。ただし、幹事長が認めるときは、発議決裁に代えることが

できる。 

４ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。 

５ 幹事長が必要と認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めること

ができる。 
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（庶務） 

第７条  委員会の庶務は、福島市立図書館において行う。 

（委任） 

第８条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成２７年１１月３０日から施行する。 

福島市子ども読書活動推進連絡会設置要綱は廃止する。 

 

附則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

別表１（第３条関係） 

  福島市子ども読書活動推進計画庁内策定委員会 

副市長 

教育長 

教育部長 

こども未来部長 

健康福祉部長 

 

別表２（第６条関係） 

  福島市子ども読書活動推進計画庁内策定委員会幹事会 

部 局 職 名 

教育委員会 教育部次長 

図書館長 

学校教育課長 

生涯学習課長 

こむこむ館副館長 

こども未来部 こども政策課長 

こども育成課長 

健康福祉部 健康推進課長 
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（15）福島市立図書館 学校支援図書セット貸出要綱 

 

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は、福島市立図書館条例施行規則第４条第２項に基づくうち、学校支援図書セット貸出

に係る事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 学習活動や読書活動の育成・助長を図るため、学校等へ図書の貸出しを行うものとする。 

（利用対象者） 

第３条 貸出対象は、原則として次のとおりとする。 

（１）福島市内の小学校、中学校、特別支援学校 

（２）その他特に認めた者 

（貸出単位） 

第４条 貸出は、学校毎とする。 

（貸出申込） 

第５条 貸出しを受けようとする学校等は、「学校支援図書セット貸出申請書」（様式１号）を館長に提出しな

ければならない。 

（貸出図書） 

第６条 貸出しする資料は、学校支援用図書としてあらかじめ準備されたセット単位とする。 

（貸出図書の種類） 

第７条 貸出図書の種類は、次のとおりとする。 

（１）教科書セット 

（２）調べ物セット 

（３）読み物セット 

（資料貸出数及び期間） 

第８条 館外で利用する図書館資料の貸出数及び期間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認め

るときは、この限りではない。 

（１）１セットは概ね３０冊とする。 

（２）同一セットの貸出しは一校につき１セットとする。 

（３）貸出期間は、４週間以内とする。 

（貸出期間の延長） 

第９条 貸出期間は、読み物セットのみ、次の予約が入らない場合に限り、４週間延長することができる。 

（貸出資料の運搬） 

第１０条 貸出資料の運搬については、借受者が開館時間内に指定された窓口で行うものとする。ただし、

図書館職員が運搬する場合は、この限りでない。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めのないものについては、館長が別に定める。 

 

  附則 

 この要綱は、平成 27年 9月 1日から施行する。 

 この要綱は、平成 28年 10月 1日から施行する。 
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（１６）福島市学校司書設置要綱 
 
(設置) 
第１条 学校図書館法(昭和２８年法律第１８５号)第６条の規定に基づき、福島市立小学校及び中学校に、学

校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促
進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員（学校司書）を置く。 

 
(職務) 
第２条 学校司書は、校長の指揮監督の下に、司書教諭又は学校図書館に関する業務を担当する教員の指

示を受け、次に掲げる職務に携わるものとする。 
（１）総務的業務 

ア 学校図書館に関する調査・統計の集計等に関すること。 
イ 諸記録、帳簿等の保管に関すること。 
ウ 諸備品、用具類等の管理に関すること。 

（２）整理的業務 
ア 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第３条第１号に規定されている資料（以下「図書館資料」という。）
の選択並びに受入及び廃棄に関すること。 

イ 図書館資料の分類、整理及びその管理に関すること。 
（３）奉仕的業務 

ア 図書館資料の館内閲覧及び館外貸出し等に関すること。 
イ 図書館資料の照会と案内等に関すること。 
ウ 学習指導に必要な図書館資料の収集及び準備等に関すること。 
エ 図書館資料の紹介等、広報活動に関すること。 
オ 学校図書館内外の環境整備に関すること。 

（４）指導的業務 
ア 読書会・読み聞かせ等、学校図書館における行事の支援に関すること。 
イ 図書館資料の利用その他学校図書館の利用等に関する児童・生徒への指導の補助に関すること。 
ウ 児童会活動、生徒会活動等への指導の補助に関すること。 

（５）前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項。 
 
(配置基準等) 
第３条 学校司書は、１校当たり１名配置を基準とする。ただし、福島市教育委員会教育長（以下「教育長」とい

う。）が必要と認めるときは、複数校に１名を配置することができる。 
 ２ 前項の規定により、複数校に１名の学校司書を配置する場合は、配置校の内１校を基幹校と 

し、他の学校に派遣するものとする。 
 ３ 基幹校は、週単位又は月単位で学校司書の勤務の調整を行うものとする。 
 
(任用) 
第４条 学校司書は、次に掲げる事項を満たす者のうちから、教育長が任用する。 
 １ 学校司書の職務を遂行するための熱意と識見を持っていると福島市教育委員会(以下「教育委員会」とい

う。)が認める者。 
 
(服務) 
第５条 学校司書は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 
 
(任用条件) 
第６条 学校司書の任用条件は、任用通知書による。 
 
(雑則) 
第７条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 
 
附則 
 この要綱は、平成２５年４月１日より施行する。 
 平成２６年４月１日一部改正 
 平成２７年４月１日一部改正 
 平成２９年４月１日一部改正 
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（17）福島市立図書館 雑誌スポンサー制度実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、福島市立図書館雑誌スポンサー制度（以下「雑誌スポンサー制度」という。）の実施に

関し、必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 雑誌スポンサー制度は、雑誌を広告媒体として活用することにより、事業者等の情報発信の場を提

供するとともに、福島市立図書館条例（昭和５９年条例第４５号）第１条に規定する福島市立図書館及び

第３条に規定する福島市立図書館の分館並びに福島市学習センター条例（平成１６年条例第３１号）第

２条に規定する学習センター及び第３条に規定する学習センターの分館（以下「図書館」と総称する。）

の図書館資料を確保し、もって市民への図書館サービスの向上を図ることを目的とする。 

 

（制度の内容） 

第３条 雑誌スポンサー制度は、広告を掲載する者（以下「スポンサー」という。）が購入費用を全額負担し、

福島市に提供する雑誌（以下「提供資料」という。）の最新号のカバー及び雑誌架にスポンサー名及び

広告を掲載し、図書館の利用者の閲覧に供するものをいう。 

 

（スポンサーの対象及び資格） 

第４条 スポンサーの対象は、法人、団体及び個人事業者、その他教育委員会がスポンサーとして適当と

認める者とし、個人は対象としない。 

２ スポンサーになろうとする者が、次に掲げる業種又は事業者に該当する場合には、対象としない。この

場合において、スポンサーの申込に係る審査中及び広告の掲載中に当該業種又は事業者に該当する

ことが明らかになった場合も、同様とする。 

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１２２号) 第２条 

第１項の規定により、風俗営業と規定されている業種 

(2) 風俗営業類似の業種 

(3) 現在又は前身が暴力団若しくはこれに類する組織又はそれらの関連企業 

(4) たばこ、その他市民の健康上、好ましくないと思われるもの 

(5) 医療、医薬品、化粧品その他類似する商品の広告で医療法（昭和２３年法律第２０５号）、又は薬事法 

（昭和３５年法律第１４５号）その他の法令に抵触する事業者 

(6) 消費者金融 

(7) 商品先物取引に関する業種 

(8) 市税の滞納がある事業者 

(9) その他、広告として掲載することが不適当であると認められるもの 

３ スポンサーは、自らが発行する雑誌のスポンサーとなることはできない。 
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（広告の掲載期間） 

第５条 広告の掲載期間は、原則として１年間（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。以下「年度」とい

う。）とする。 

２ 広告を年度の途中から掲載する場合の掲載期間は、当該広告の掲載を決定した月の翌月から当該年

度の３月３１日までとする。ただし、福島市とスポンサーとの協議により、提供開始を翌年度の４月１日から

とすることができる。 

３ 広告の掲載期間満了の２か月前までに、スポンサーから雑誌スポンサー中止届（様式第８号）の提出が

ない場合は、従前と同一の条件で自動的に更新するものとし、その後も同様とする。この場合において、

更新後の広告の掲載の期間は、更新前の広告の掲載期間満了日の翌年度の３月３１日までとする。 

 

（広告の掲載基準） 

第６条 次の各号に定める事由に該当する場合には、広告として掲載しないものとする。 

(1) 次のいずれかに該当するもの 

  ア  人権侵害、名誉き損及び各種差別的なもの 

  イ  法律で禁止されている商品又は無認可商品、粗悪品及び不適切なサービスを提供するもの 

  ウ  第三者をひぼう、中傷又は排斥するもの 

  エ  宗教団体による布教活動を目的としたもの 

  オ  非科学的又は迷信に類するもので、読者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの 

  カ  国内世論が大きく分かれているもの 

  キ  市民への円滑な図書館サービスの遂行に支障をきたすもの 

(2) 消費者保護の観点から、次のいずれかに該当するもの 

  ア  大げさな表現や根拠のない表現（世界一、日本一、一番等） 

  イ  射幸心を著しくあおる表現（今しかない、最後のチャンス等） 

(3) 青少年保護又は人権の観点から、次のいずれかに該当するもの 

  ア  広告の内容と無関係で必然性のない水着姿及び裸体姿。ただし、表示する必然性がある場合に

は、その都度、適否を検討するものとする。 

  イ  暴力や犯罪を肯定又は助長するようなもの 

  ウ  残酷な描写 

 

（広告の掲載内容に関する個別の基準） 

第７条 広告の掲載内容に関する個別の基準は、別表１のとおりとする。 

 

（広告の規格及び掲載方法） 

第８条 広告の規格及び掲載方法は、別表２のとおりとする。 

 

（スポンサーの申込及び募集） 

第９条 スポンサーになろうとする者は、教育委員会が別に定める「スポンサー募集雑誌リスト」のうちから提

供資料を選定し、雑誌スポンサー申込書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に申

し込みをするものとする。 

(1) 掲載しようとする広告の図案及び原稿 

(2) 雑誌スポンサー広告掲載に係る申告書 

(3) 法人・団体の場合、会社概要 
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(4) 業種又は事業内容が判別できる資料 

(5) その他教育委員会が必要と認める書類 

２ 申込は、随時受け付けするものとし、教育委員会が指定する図書館の開館日に持参又は電子メールに

よる送信若しくは郵送のいずれかの方法により提出する。 

３ 提供資料は、教育委員会が作成した「スポンサー募集雑誌リスト」のうちから複数選定することができる。 

４ 同一の提供資料について申込が重複した場合は、申込日の早い者を優先する。ただし、配架する図書

館が異なる場合は、この限りでない。 

５ 提供資料を配架する図書館は、本館、分館及び学習センター図書室とし、申込者が選定するものとする。

ただし、配架位置は、教育委員会が予め指定する場所とし、教育委員会が配架先に掲載するものとす

る。 

 

（スポンサーの決定及び広告の内容審査） 

第１０条 教育委員会は、前条の申込を受けたときは、提出書類を審査する。この場合において、教育委員

会は、次条に規定する福島市立図書館雑誌スポンサー審査会の委員の意見を聴くものとする。 

２ 教育委員会は、広告の具体的な内容に関し、修正又は削除が必要と判断した場合は、申込者に指示

するものとする。この場合において、申込者は、正当な理由がない限り、教育委員会が指示する広告内

容の修正又は削除に応じなければならない。 

３ 教育委員会は、審査が終了したときは、スポンサーの承諾をするときはその旨を、スポンサーの承諾をし

ないときはその旨及び承諾しない理由を、速やかに雑誌スポンサー承諾（不承諾）決定通知書（様式第

２号）により申込者に通知するものとする。 

４ 教育委員会は、スポンサーの承諾決定をしたときは、提供資料名、スポンサー名及び広告の掲載期間

を市のホームページ及び図書館広報紙で公表する。 

５ 市長は、スポンサーの承諾決定を受けた者と覚書（様式第３号）により契約を締結するものとする。 

 

（福島市立図書館雑誌スポンサー審査会） 

第１１条 教育委員会は、前条の決定に係るスポンサーになろうとする者の資格要件及び広告内容に関す

る疑義を審査するため、福島市立図書館雑誌スポンサー審査会（以下「審査会」という。）を設置し、その

事務局を図書館に置く。 

２ 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

 (1) 教育部長 

 (2) 教育部次長 

 (3) 図書館長 

 (4) 教育総務課長 

 (5) 広報課長 

 (6) 総務企画課長 

 (7) 男女共同参画センター所長 

 (8) 契約検査課長 

 (9) 市民税課長 

 (10) 生活課長 

 (11) その他委員長が必要と認める者 

３ 審査会の委員長は、教育部長とし、副委員長は、教育部次長とする。 

４ 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。 
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５ 審査会は、委員長が召集する。 

 

（広告内容の変更） 

第１２条 スポンサーは、広告の掲載期間中に掲載する広告内容を変更しようとするときは、変更をしようと

する日の２か月前までに、雑誌スポンサー広告内容の変更申請書（様式第４号）を教育委員会に提出し

なければならない。 

２ 教育委員会は、前項の雑誌スポンサー広告内容の変更申請書（様式第４号）の提出を受けたときは、提

出書類を審査する。この場合において、教育委員会は、前条に規定する審査会の委員の意見を聴くも

のとする。 

３ 教育委員会は、広告の変更に係る具体的な内容に関し、修正又は削除が必要と判断した場合は、スポ

ンサーに指示するものとする。この場合において、スポンサーは、正当な理由がない限り、教育委員会が

指示する広告内容の修正又は削除に応じなければならない。 

４ 教育委員会は、審査が終了したときは、広告内容の変更を承諾するときはその旨を、広告内容の変更

を承諾しないときはその旨を、速やかに雑誌スポンサー広告内容の変更通知書（様式第５号）によりスポ

ンサーに通知するものとする。 

 

（提供資料の変更） 

第１３条 スポンサーは、提供資料が休刊又は廃刊その他の理由により提供することができなくなるおそれ

があるときは、教育委員会と協議のうえ、第９条第１項に規定する「スポンサー募集雑誌リスト」に記載する

別の雑誌に広告を振り替えることができる。 

２ スポンサーは、雑誌の振り替えを申し込むときは、雑誌スポンサー提供資料変更申請書（様式第６号）を

教育委員会に提出しなければならない。 

３ 教育委員会は、前項の雑誌スポンサー提供資料変更申請書（様式第６号）の提出を受けたときは、申請

内容を審査のうえ、雑誌スポンサー提供資料変更通知書（様式第７号）により、スポンサーに通知するも

のとする。 

 

（提供資料の提供の中止） 

第１４条 スポンサーは、提供資料の提供を中止しようとするときは、中止しようとする日の２か月前までに、

雑誌スポンサー中止届（様式第８号）を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の雑誌スポンサー中止届（様式第８号）の提出を受けたときは、雑誌スポンサー終

了・取消通知書（様式第９号）により、スポンサーに通知するものとする。 

 

（スポンサーの取消） 

第１５条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、スポンサーへの催告その他何らの手続

を要することなく、スポンサーの決定を取り消すことができる。 

(1) 第４条第２項に規定する業種又は事業者に該当することが明らかになったとき。 

(2) 提供資料の納入がないとき 

(3) 第６条各号に定める事由に該当する場合 

(4) 第７条に規定する基準を満たす広告の提出がないとき。 

(5) スポンサーが福島市の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を 

行ったとき。 

(6) その他広告の掲載が適切でないと教育委員会が認める事由が発生したとき。 
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２ 教育委員会は、前項の規定によりスポンサーの決定を取り消したときは、速やかに雑誌スポンサー終

了・取消通知書（様式第９号）により、スポンサーに通知するものとする。この場合において、教育委員会

は、すでに納入されている提供資料の返還はせず、また、当該提供資料の保存及び配架方法について

は、スポンサー名及び広告を外したうえで教育委員会が決定するものとする。 

３ 教育委員会は、スポンサーの取消によって生じた損害の責めを負わない。 

 

（提供資料の購入及び納入等） 

第１６条 第１０条第２項の規定によりスポンサーの承諾決定を受けた者は、広告の掲載期間において、福

島市が指定する納入業者と当該年度末までの購買契約を締結し、提供資料の購入代金を全額負担のう

え、納入業者に直接支払わなければならない。 

２ 購読契約をスポンサーと締結した納入業者は、原則として提供資料の発売日当日に図書館に納入する

ものとする。ただし、別冊、臨時増刊、号外等の場合は、この限りでない。 

３ 納入された提供資料の所有権は、福島市に帰属する。 

 

（広告の掲載内容等の責務） 

第１７条 スポンサーは、スポンサーが掲載した広告の内容等に関する一切の責任を負うものとし、広告の

掲載に関して第三者に損害を与えた場合は、スポンサーの責任及び負担において解決するものとする。 

２ スポンサーは広告の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと、及び広告の内容に関わる全ての

権利処理等が完了していることを福島市及び教育委員会に対し保障するものとする。 

３ 第三者から広告に関連して苦情の申立又は損害賠償の請求等がなされた場合は、スポンサーの責任

及び負担において解決するものとする。 

 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

     附 則 

 この要綱は、平成２９年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年８月１日から施行する。 



別表１（第７条関係）

項　　目 広告の掲載内容に関する個別の基準

（１）語学教室 　１か月で確実にマスターできる等の安易さや、授業料・受講料の安価さを強調する表示は使用しない。

（２）学習塾・予備校
　　（専門学校を含む）

　ア  合格率等実績を載せる場合は、実績年も併せて表示する。
　イ  上記実績は、確実な証拠資料に基づかなければならない。

（３）資格講座 　ア  受講する資格の内容を明記する。あたかも、国家資格であるといった誤解を招くような表示
　　はしない。
　イ　講座受講だけで資格が取得できるような誤解を招かないように、「資格取得には、別に国家
　　試験を受ける必要があります。」等、資格取得に必要な事項を表示する。
　ウ　資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としたものは掲載
　　しない。
　エ　受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤認される表示はしない。

（４）病院・診療所・助産
　　所等

（イ以降は次の（６）に対しても適用する。）
　ア　医療法第６条の５及び第６条の６若しくは第６条の７又は獣医療法（平成４年法律第４６
　　号）第１７条の規定の範囲内で表示する。
　イ　提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して優良である旨の表示してはならない。
　ウ　提供する医療により、疾病等が完全に治癒する等その効果を推測的に表示してはならない。
　エ　マークを表示することは可能であるが、必ず文字を併記しなければならない。また、赤十字
　　のマークや名称を自由に用いることはできない。

（５）施術所（あん摩マッ
　　サージ指圧、はり、
　　きゅう、柔道整復師）

　ア　あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律（昭和２２年法律第２１７号）
　　第７条又は柔道整復師法（昭和４５年法律第１９号）第２４条の規定の範囲内で表示する。
　イ　施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項は、表示してはならない。
　ウ　法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設（カイロプラクティック、整体、エステティッ
　　ク等）の広告掲載はできない。

（６）老人保健施設 　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第９８条に規定する内容以外は、表示してはならない。

（７）医薬品等 　薬事法第６６条から６８条の規定を遵守し、掲載する。次のような表示は掲載できない。
　ア　最大級及びそれに類する表示をしない。
　イ　効能、効果及び安心を保証する表示（使用前・後の写真、使用者の体験談、感謝の言葉等）

（８）健康食品・機能性食
　　品類

　あくまでも食品であり、医薬品的な効能、効果、成分、用法、容量等の表示は掲載できない。
　　　例：１日３回、毎食後３錠お飲みください。（服用に関する表示）
    　　　生活習慣病の予防に。（効果効能の表示）
 　　 　  疲れ目を治します。（特定部位への効果の表示）
　　　　　「延命の素○○」、「漢方秘伝○○」(医薬品と紛らわしい表示)

（９）弁護士、税理士、公
　　認会計士

　名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定し、以下のような表示をしない。
　ア　顧問先、または依頼者名（同意書がある場合を除く）
　イ　誇大または過度な期待を抱かせるもの
　　　例：たちどころに解決します。

（１０）旅行業　広告主の
　　旅行業者又は旅行業者
　　代理業者

　日本旅行業協会または全国旅行業協会の会員に限る。（登録番号を明記）

（１１）通信販売業 　ア　会社の概要、商品カタログ等を検討し、本市が妥当と判断したものに限り掲載する。
　イ　特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号）第１１条に規定する事項を掲載しなけ
　　ればならない。

（１２）雑誌、週刊誌等
　（書店等出版関係）

　以下のものは掲載してはならない。
　ア　社会秩序を乱すような内容を掲載したもの
　イ　虚偽、または表現が不正確で誤認されるおそれがある内容を掲載したもの
　ウ　プライバシーの侵害、信用失墜、業務妨害のおそれがある内容を掲載したもの
　エ　有害図書と認められるもの

（１３）占い、運勢判断等 　ア　掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
　イ　占いや運勢判断に関する出版物は、その都度判断する。
　ウ　料金や販売について明示する。

（１４）結婚相談所、交際
　　紹介業

　ア　結婚情報サービス協議会に加盟していること（加盟証明が必要）を明記する。
　イ　料金の表示及び成功報酬の有無を表示する。

（１５）調査会社、探偵事
　　務所

　表示は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

（１６）労働組合等一定の
　　社会的立場と主張を
　　持った組織

　ア　掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。
　イ　主張の展開及び他の団体に対して言及（批判、中傷等）する出版物の広告は、掲載しない。

（１７）募金 　ア　募金内容は、社会福祉事業のための寄附金募集に限る。
　イ　厚生労働大臣または都道府県知事の許可を得たもので、そのことを明記する。

（１８）質屋、チケット等
　　再販売業

　ア　個々の相場、金額等は表示しない。
　イ　有利さを誤認させるような表示はしない。
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別表１（第７条関係）

項　　目 広告の掲載内容に関する個別の基準

（１９）トランクルーム及
　　び貸し収納業者

　ア　「トランクルーム」は国土交通省の規制に基づく適正業者（マル適マーク付き）であるこ
　　と。また、その旨を表示する。
　イ　「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。また、下記の主
　　旨を明確に表示する。
　　　例：「当社の○○は、倉庫業法に基づく“トランクルーム”ではありません。」等

（２０）不動産広告 　ア　不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記する。
　イ　不動産売買や賃貸の広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築年月日、価格、賃
　　料、取引条件の有効期限を明記する。
　ウ　「不動産の表示に関する公正競争規約」による表示規制に従う。
　エ　契約を急がせる表示は掲載しない。

（２１）その他、表示につ
　　いて注意を要するもの

　ア　割引価格の表示については、その根拠を明確に表示する。
　　　例：「メーカー希望価格の１０％引き」
　　　　その際、宝石の販売のようにメーカー希望価格がないものがあるので、注意をすること
　　　（公正取引委員会に確認の必要あり。）。
　イ　肖像権・著作権の使用については、無断使用がないか確認する。
　ウ　広告主の所在地及び連絡先を明確に表示すること。特に、電話番号は固定電話とし、携帯電
　　話やＰＨＳ、電子メールアドレス等のみの表示は不可とする。
　エ　アルコール飲料については、未成年者の飲酒禁止の文言を必ず表示しなければならない。
　　また、未成年者の飲酒を誘発するような文言及びデザインを表示してはいけない。
　オ　広告掲載時に確定していないことは記載してはならない。
　　　例：「受講生を募集予定」、「講座を開講予定」、「オープン予定」等

- 64 -



別表２（第８条関係）

項　　　目 広告の規格及び掲載方法

１　広告媒体 （１）雑誌 … 雑誌カバー及び雑誌架に貼付する紙片又はフィルム等とする。

２　スポンサー名の表
示

図書館が作成する。
（１）規格 … ア．雑誌カバー表面　縦４㎝、横１３㎝　　イ．雑誌架　縦２㎝、横１７㎝
　
（２）貼付位置
　①雑誌 … ア．雑誌カバー表面　　　イ．雑誌架
　
（３）貼付位置は、雑誌や新聞架の大きさ・型等により調整することがある。

３　広告の表示 スポンサー申込者が作成する。
（１）規格
  ①雑誌 … 雑誌カバー裏面の縦横の寸法未満
　
（２）貼付位置
　①雑誌 … 雑誌カバー裏側

４　スポンサー名及び
広告の表示位置

（１）雑誌　　　　　①雑誌カバー（透明）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②雑誌架
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（配架先により変更の場合がある。）

表紙

広告

裏面

スポンサー名

１３ｃｍ

４ｃｍ

（雑誌名）

スポンサー名

１７ｃｍ

２ｃｍ
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様式第１号（第９条関係） 

 

雑誌スポンサー申込書 
 

    年    月    日 

 

 福島市教育委員会 
 

                                   所在地 

                                    申込者 商号又は名称 
 
                                   代表者氏名             印 
 

 

福島市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱第９条の規定に基づき、以下の事項を誓

約し申し込みます。 

 

 １ この申込書及び添付書類については、事実と相違ありません。 

 ２ 福島市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱（以下「要綱」という。）を遵守します。 

 ３ 要綱第４条に定めるスポンサーの対象及び資格の要件を満たしています。 

 ４ 申込の承諾が決定された際は、覚書（様式第３号）を締結します。 

 ５ 提供資料に掲載した広告の内容に関し、一切の責任を負います。 
 

提供資料 

雑誌の名称 刊行の形態 配架先 

 

□週刊   □月刊 

□季刊   □その他 

（    ） 

□図書館 □子どもライブラリー 

□西口ライブラリー 

□     学習センター図書室 

 
□週刊   □月刊 

□季刊   □その他 

（    ） 

□図書館 □子どもライブラリー 

□西口ライブラリー 

□     学習センター図書室 

 
□週刊   □月刊 

□季刊   □その他 

（    ） 

□図書館 □子どもライブラリー 

□西口ライブラリー 

□     学習センター図書室 

広告掲載期間 年   月  日 ～     年 ３ 月３１日 

担当者氏名 

及び連絡先 

部  署                      

担当者名             

電話番号            FAX番号               

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

                                 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL                           

 

（注）提供資料の刊行の形態及び配架先については、該当する項目に✓印を記入してください。 

                                                           ☞ 裏面に続く 
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添付書類 

（１）掲載しようとする広告の図案及び原稿 

（２）雑誌スポンサー広告掲載に係る申告書 

（３）法人・団体の場合、会社概要（パンフレットで可） 

（４）業種又は事業内容が判別できる資料（定款または商業登記簿の写しで可） 

（５）その他教育委員会が必要と認める書類 

 

（備考） 

 同一の雑誌に複数の応募があった場合は、次の順で選定します。 

  ①申込日の早い者を優先します。ただし、配架先が異なる場合はこの限りではあ 

   りません。 

  ②同一雑誌・同一配架先に複数の申し込みがあった場合、①の申込者の審査決定 

   が不承諾であったときは、その者を除く次の申込日の早い者を対象に審査手続 

   きを行います（以降、同様）。 

 

 ご記入いただいた個人情報は、福島市個人情報保護条例に基づき、雑誌スポンサー制

度の運営にのみ使用いたします。 



はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

　　 住     所

企 業 名 ㊞

代表者名 ㊞

◆市税等の納付状況について

上記内容について相違ありません。

　 ２．納税義務がある場合、その市税の滞納がある

平成　　　年　　　月　　　日

　   　　※市税の納税義務がない（課税されていない）場合は無記入。
　　　　　　【参考・市税】法人 ＝ 法人市民税、固定資産税、軽自動車税
　　　　　　　　　　　 　  　個人 ＝ 市 ・ 県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

雑誌スポンサー広告掲載に係る申告書

　 以下の業種又は業者である

　　○現在又は前身が暴力団若しくはこれに類する組織又はそれらの関連企業

　　○たばこ、その他市民の健康上、好ましくないとおもわれるもの

　　○医療、医薬品、化粧品その他類似する商品の広告で医療法、薬事法等に抵触
       する業者

　　○その他、福島市立図書館「雑誌スポンサー制度」実施要綱に反する業種

　　○その他、福島市立図書館「雑誌スポンサー制度」実施要綱に反するもの

　　○誇大表示、不当表示など表現が不適切なもの

　　○広告の対象となるものを市が推奨しているかのような誤解を与える
       おそれのあるもの

　 以下の広告内容である

　　○意見広告または個人的な宣伝に係るもの

福島市長　　　           　　様

※手続き上の理由で代表者印を得がたい場合は、広告掲載責任者による記名・押印も可とする。

◆業種について

　　○「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律
       第122号）第2条第1項」の規定により、風俗営業と規定されている業種

　　○商品先物取引に関する業種

　　○風俗営業類似の業種

　　○消費者金融

　 １．市税の納税義務がある（課税されている）

　　○人材募集に係るもの

◆掲載する広告内容について

　　○公序良俗に反し、または反する恐れがあるもの

　　○政治活動、宗教活動に係るもの
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様式第２号（第１０条関係） 

 

雑誌スポンサー承諾（不承諾）決定通知書 
 

                                年    月    日 

 

                       様 

 

                                       福島市教育委員会    印 

 

 

     年  月  日付け 雑誌スポンサー申込書について、下記のとおり決定したので、

福島市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱第１０条の規定に基づき、通知します。 

 

 

記 

 

 １ 決定内容   承諾 ・ 不承諾 

 

 ２ 提供資料名および広告掲載期間等 

 

№ 配架先 雑誌の名称 広告掲載期間 備考（納入業者・連絡先） 

    
 

℡     Fax 

     

     

 

 ３ 不承諾の場合の理由 

 

 

 

 

 

 ４ その他 

 

⑴ 承諾決定の場合は、福島市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱の規定に基づき、

覚書（様式第３号）の締結をお願いします。 

⑵ 納入業者への支払手続の詳細は、別途お知らせします。 

⑶ 広告の図案及び原稿についての決定、その他掲載方法等については、別途お知 

   らせします。 
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様式第３号（第１０条関係） 

覚      書 
 

 福島市長      （以下「甲」という。）と               （以下「乙」という。）は、

福島市立図書館雑誌スポンサー制度に基づく雑誌（以下「提供資料」という。）の提供等に

関し、福島市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱（以下「要綱」という。）第１０条の規定

に基づき、以下のとおり覚書を締結する。 
 

記 
 
（提供資料） 

第１条 乙は、乙が選定した次に掲げる提供資料の購入費用を全額負担し、当該提供資料

を甲に提供する。 

 提供資料名 配架先 備考 

１ 
 
 

  

２ 
 
 

  

３ 
 
 

  

 
（広告の掲載期間） 

第２条 広告を掲載する期間は、平成  年  月  日から平成  年３月３１日までとする。 

２ 前項の掲載期間満了の２か月前までに、乙から雑誌スポンサー中止届（様式第８号）の

提出がない場合は、従前と同一の条件で自動的に更新するものとし、その後も同様とする。

この場合において、更新後の広告の掲載期間は、更新前の広告の掲載期間満了日の翌

年の３月３１日までとする。 
 
（提供資料の購入） 

第３条 乙は、広告の掲載期間において、甲が指定する納入業者と当該年度末までの購読

契約を締結するものとする。 

２ 図書館に提供する雑誌の購入代金は、乙が全額負担し、納入業者に直接支払わなけれ

ばならない。 
 
（広告の掲載） 

第４条 広告の表示方法、表示位置、規格等は、要綱第８条に規定する広告の掲載方法に

より広告を掲載する。 

２ 教育委員会は、要綱第６条に規定する広告は掲載しない。広告の掲載中にこれらに該

当するに至った場合も同様とする。 
 
（広告掲載の責務等） 

第５条 乙は、乙が掲載した広告の内容に関する一切の責任を負うものとし、広告の掲載に

関して第三者に損害を与えた場合は、乙の責任及び負担において解決をするものとす

る。 

２ 乙は、広告の内容が第三者の権利を侵害するものでないこと、及び広告の内容に関わる

全ての権利処理等が完了していることを甲に対し保障するものとする。 
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３ 第三者から広告に関連して苦情の申立又は損害賠償の請求等がなされた場合は、乙の

責任及び負担において解決するものとする。 

４ 教育委員会は、広告の具体的な内容に関し、修正又は削除が必要と判断した場合は、

乙に指示するものとする。この場合において、乙は、正当な理由がない限り、教育委員会

が指示する広告内容の修正又は削除に応じなければならない。 

５ 乙は、広告チラシ及び雑誌架の広告の作成並びにこれらの作成に要するすべての費用

を負担するものとする。 
 
（広告内容の変更） 

第６条 乙は、広告の掲載期間中に掲載する広告内容を変更しようとするときは、変更をしよ

うとする日の２か月前までに、雑誌スポンサー広告内容の変更申請書（様式第４号）を教

育委員会に提出しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の雑誌スポンサー広告内容の変更申請書（様式第４号）の提出を

受けたときは、提出書類を審査する。 

３ 教育委員会は、審査が終了したときは、広告内容の変更を承認するときはその旨を、広

告内容の変更を承諾しないときはその旨を、速やかに雑誌スポンサー広告内容の変更通

知書（様式第５号）により乙に通知するものとする。 
 
（提供資料の変更） 

第７条 乙は、提供資料が休刊又は廃刊その他の理由により提供することができなくなる恐

れがあるときは、教育委員会と協議のうえ、要綱第９条第１項に規定する「スポンサー募集

雑誌リスト」に記載する別の雑誌に広告を振り替えることができる。 

２ 乙は、雑誌の振り替えを申し込むときは、雑誌スポンサー提供資料変更申請書（様式第

６号）を教育委員会に提出しなければならない。 

３ 教育委員会は、前項の雑誌スポンサー提供資料変更申請書（様式第６号）の提出を受け

たときは、申請内容を審査のうえ、雑誌スポンサー提供資料変更通知書（様式第７号）に

より、乙に通知するものとする。 

 

（提供資料の提供の中止） 

第８条 乙は、提供資料の提供を中止しようとするときは、中止しようとする日の２か月前まで

に、雑誌スポンサー中止届（様式第８号）を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の雑誌スポンサー中止届（様式第８号）の提出を受けたときは、雑

誌スポンサー終了・取消通知書（様式第９号）により、乙に通知するものとする。 
 
 （スポンサーの取消） 

第９条 教育委員会は、乙が要綱第１５条第１項各号に規定するスポンサーの取消事由に

該当する場合は、乙への催告その他何らの手続きを要することなく、スポンサー承諾の決

定を取り消すことができる。 

２ 教育委員会は、前項の規定によりスポンサーの決定を取り消したときは、速やかに雑誌ス

ポンサー終了・取消通知書（様式第９号）により、乙に通知するものとする。この場合にお

いて、教育委員会は、すでに納入されている提供資料の返還はせず、また、当該提供資

料の保存及び配架方法については、スポンサー名及び広告を外したうえで教育委員会

が決定するものとする。 

３ 教育委員会は、スポンサーの取消によって生じた損害の責めを負わない。 
 
第１０条  本覚書に定めのない事項については、要綱に基づき、甲及び乙が誠意をもって

協議し、解決を図るものとする。 
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